
              第３回荒瀬ダムに係る説明会 
 
                     平成２０年１１月２０日（木）１９時 
                   八代ハーモニーホール（市民ホール） 
 
（中園課長）  
皆さんこんばんは。本日はお忙しい中また寒い中にご出席を頂きましてあり

がとうございます。ただ今から、第 3 回荒瀬ダムに係る説明会を開催させて頂

きます。私、熊本県企業局の中園と申します。本日の司会進行を務めさせて頂

きます。よろしくお願いいたします。皆様のお手元に資料をお配りしてござい

ますが、本日は表紙裏にありますように、会次第に従い進めさせて頂きます。

では開会にあたり、熊本県企業局の上野がご挨拶を申し上げます。 
 

（上野局長） 
皆さんこんばんは。当説明会に寒い中のご出席頂きまして本当ありがとうご

ざいます。この荒瀬ダム問題につきましては存続させるのか撤去するのか、そ

れとも開門調査をするのか、この 3 つの項目につきまして 10 月から 1 ヶ月半、

1 ヶ月余りに渡って精査を続けてまいりました。その内容につきましては先週県

議会の経済常任委員会でご説明し、議論をして頂きました。本日はその内容を

皆さん方にもご説明したいと思っております。知事の最終の判断、存続させる

のか撤去するのか、それとも開門調査をまずやるのか、その決断の日が迫って

おりますので、本日は皆さんからいっぱい意見を頂いて、それを知事に報告し

たいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 
 

（中園課長）  
はい、ありがとうございます。では早速ご説明に入らせて頂きますが、お手

元の資料、あるいはパワーポイントを利用して、今日の説明をしました後に皆

様方からご意見・あるいは質疑等をお受けしたいと思いますのでどうぞよろし

くお願いいたします。今日の資料はパワーポイントの資料と荒瀬ダム庁内 PT 報

告の概要についての 2 種類がございます。では、まず最初に 1 の荒瀬ダムの撤

去・存続における諸課題について、私、総務経営課の中園が説明をさせて頂き

ます。蒲島知事は 12 月までに地元の皆さんあるいは関係団体の方、また県議会

などの様々なご意見を聞いて総合的に判断をして、撤去するかあるいは存続す

るかの決定をされるということでございます。これに加えて、知事が存続の判

断をされる際の参考とする為に皆様のお手元に A3 の資料を配布してございま

すが、荒瀬ダム庁内 PT 報告の概要の表紙にありますように県庁内の関係課から



なるプロジェクトチームを設置しまして、これまで企業局が試算しました費用

であるとか、あるいは荒瀬ダムに対して財政あるいは土木また環境、水産的知

見から検証を加えたものを知事に報告をいたしております。その報告書を先週

の 11 日になりますけども、臨時の経済常任委員会が開催されましたが、その折

に荒瀬ダム庁内 PT 報告の概要として説明をし、ご審議を頂きました。今回はそ

の時の資料を中心にして、ご説明をさせて頂きます。荒瀬ダムの撤去・存続に

おける諸課題ということでございますけども、ただ今申しましたように荒瀬ダ

ム庁内 PT 報告の概要というのが、皆様のお手元にありますので、それに従いま

してご説明をさせて頂きます。まず 1 ページと 2 ページのコスト検証と実質的

に負担する額でございます。撤去の場合でございますけれども、8 月の第 1 回の

説明会の折に、総事業費が 72 億円という風にご説明をいたしました。PT の検

証で護岸補修に 8 億 6 千万円、浸水対策に 11 億 1 千万円、合計 19 億 7 千万円

の追加工事が必要という風に検証をいたしております。その結果、総事業費に

おいて 91 億 8 千万円、また今後の支出額として 51 億 5 千万円が 71 億 2 千万

円、実質負担額が 49 億 2 千万円から 68 億 9 千万円という風に検証いたしてお

ります。次に存続させた場合においてです。浸水対策費として 7 億 2 千万円の

追加工事が必要という風に検証いたしております。第 2 回目の 10 月 3 日の説明

会同様に総事業費が 80 億 1 千万円という風にご説明をいたしました。これが

87 億 3 千万円という風になります。今後の支出額につきましても 80 億 1 千万

円から 87 億 3 千万円、実質負担額これが 8 億 8 千万円から 16 億円という風に

試算はいたしております。実質負担額でまとめますと撤去の場合と存続の場合、

両者であれば 53 億円の開きがございます。撤去する場合の方が 53 億円県民負

担がかかるということでございます。皆様の手元の資料の 2 ページ 3 ページに

なりますけど、特に検証が必要な対策これは別途 2 で説明をさせて頂きます。

次に環境等への影響、これは別途 2 でこれは 4 ページと 5 ページになりますけ

ど、また別途 2 でまた説明させて頂きます。次にその他の 6 ページでございま

すが、地域からの要望これは別途 3 でまたご説明させて頂きます。（２）は水利

権でございます。これは 6 ページの下の方になります。A3 の資料でございます。

水利権でございますけども、撤去の場合、これは現在の水利権が平成 22 年の 3
月 31 日までということでございまして、撤去する場合は工作物の用途廃止届け

を河川法に基づいて出した後に原状回復の為に工作物の除却申請を行う必要が

ございます。その許可を得て撤去に入るという手続きをとる必要がございます。

次に存続の場合でございます。右側に存続とありますけども、これも現在の水

利権が 15 年の 4 月 1 日から 22 年の 3 月 31 日まででございますので、4 月 1
日以降存続するとした場合には、水利権の更新の許可の手続きを取る必要がご

ざいます。その際、国交省との協議が必要なわけでございますけども、特に地



元の漁協の皆様方とは誠心誠意理解を得られるように協議をしてまいりたいと

いう風に思っております。次に 7 ページと 8 ページでございます。皆様のこの

資料の最後の 2 枚にちょっとこれに入りきらないようなのを載せておりますの

で、これは後ほどご覧頂きたいと思います。電気事業会計の今後の見通しとい

うことでございます。内部留保資金のこれは撤去の場合でございますが、内部

留保資金の推移をここで説明いたしておりますけども、内部留保資金といいま

すと、皆様の家庭で言いますと貯金にあたるものでございます。この内部留保

資金が撤去する場合にどのように推移をしていくかというのをこれでシミュレ

ーションをしております。これは新たに 19 億 7 千万円の追加工事が必要という

ようにしていますけれど、それが入っております。またシミュレーションの期

間が平成 21 年から 42 年までの 22 年間ということでございます。これは現在平

成 20 年度末現在で約 53 億円の内部留保資金が出ますけども、これを全額投入

して撤去をした場合の推移でございます。平成 27 年に損益勘定留保資金、これ

は内部留保資金でございますけども、枯渇しまして資金がショートするという

ことで、平成 34 年にピークで 16 億円のマイナスということになります。その

場合、藤本発電所を除く他の 7 つの発電所がございますけども、維持管理費が

まかなうことが出来ないばかりか一般会計からの多大な補填が必要というよう

にいわれております。次にこれも撤去の場合でございますが、今皆様のお手元

の資料の 8 ページの左側にあたるものでございます。撤去に投入可能な内部留

保資金の推移ということでございます。この大きな違いは、先ほど平成 20 年度

末で 53 億円の内部留保資金があると言いましたけども、この中で約 22 億円、

これは 7 発電所で将来設備更新をする際に当然とっておくべき資金ということ

で、これは撤去の費用から除いたものでございます。その場合は、平成 23 年度

には内部留保資金がマイナスに転落し、平成 29 年にはピークで 28 億円のマイ

ナスとなるということでございます。この場合、撤去に投入可能な資金は先ほ

どの説明よりも早く訪れるということでございます。ただし、7 つの発電所は維

持補修をするという費用は取っておりますので、きちっと 7 発電所については

経営が出来るという風に考えております。次に、存続をさせた場合の内部留保

資金の推移でございます。この場合は先ほど言いました 7 億、新たに 7 億 2 千

万円の費用というのを加えたものでございます。これが平成 21 年から 42 年ま

での 22 年間のシミュレーションしたものでございます。存続する場合は最低で

も、平成 32 年に 39 億円、最大で平成 42 年には 58 億円の内部留保資金が貯ま

るという風にみております。この内部留保資金の内訳は、損益勘定留保資金と

いうものと法定積立金、それと任意積立金のこの 3つで構成をされております。

その内のこの任意積立金につきましては、これは議会の議決を経て公営企業会

計から一般会計への支出といいますか、寄与が可能という風にみております。



この部分の任意積立金だけを、取りあえずクリアしたのが皆様のお手元の資料

の 8 ページの右側にあたるものでございます。この場合、平成 21 年から 30 年

の 10 年で見た場合に最低でも平成 23 年度で 11 億円、最大で平成 30 年に 16
億円の一般会計へ寄与が可能という風にみているところでございます。では次

にお手元の資料の 9 ページになりますが、開門調査についてご説明をいたしま

す。前回の説明会の折りにも皆様方から、撤去する費用がなければ開門調査を

したらどうかというアドバイスがありました。これはそのまま放置されるのか

という、そういったご意見がございました。それにつきまして PT で検証したと

ころ、これにありますように 5 項目、法的な整理、機器の耐用性、九電との契

約、費用負担、その他の中で井戸枯れ、消防水利、瀬戸石ダムとの調整という

ことで 5 点に限って検証いたしております。その中でまず法的な整理でござい

ます。水利権更新を行わないとするならば、現行の水利権が当然失効いたしま

す。その場合は荒瀬ダムそのものは河川内の不法占用工作物という状態になり

ます。従って開門調査する場合でも、現行の水利権の更新が前提という風に考

えております。それから水利使用目的、発電でございますけども、これに資す

る行為として調査の方は行う必要があります。ただ単に放置をすることは許さ

れないという風にみております。なお、調査する場合、これは有効性を確保す

るためには最低でも 2 年間の開門調査が必要であるとみております。また、前

後 2 年間ずつ発電をしながら前後の検討あるいは検証期間を含めて合計 6 年間

が必要という風にみております。ただし、調査をしたとしても開門と調査結果

と因果関連が解明できるかどうか不明であるという風に考えております。次に

機器の耐用性でございます。平成 14 年度に撤去ということで、平成 22 年度ま

で 7 年間現在の機器をもたせればいいというようなことで、かなり老朽化が進

んでおりますけども今日まで特に大きな改修等しておりません。その為に 6 年

間の内にパンクする可能性がございますので、更新をせずに調査を行うことは

難しいという風に考えております。次に九電との契約でございます。現在の九

電との間で基本契約について交渉中で、12 月には基本契約の締結が出来るとい

う風にみております。開門調査により一定期間発電が行われないとしますと基

本契約の色んな条件がございますけども、そういった齟齬が生じまして藤本発

電所からが基本契約から除外されると、そういった可能性が高いという風にみ

ております。次に費用負担でございます。試算の前提としまして、先ほど申し

ましたように 6 年間の開門調査が、調査期間が必要という風にみております。

この開門調査にあたりましては必要最小限の経費がかかるという風にみており

ます。環境調査費用に調査費に 2 億 1 千万円、工事費に４億 5 千万、併せて 6
億 6 千万でございますけども、その内の 3 億 6 千万につきましては売電料金で

回収出来る見込みで、実質負担額は 3 億円という風にみております。また開門



調査期間中でも護岸の補修、あるいは浸水対策、これは後ほど説明いたします、

浸水対策として 15 億 4 千万円が必要という風にみています。その中で実質的に

負担する額として 9 億 8 千万円、合わせて 12 億 8 千万円が今後実質的に負担す

る、開門調査する場合は実質的に負担する額いう風にみております。なお 2 年

間発電が出来ませんので、発電が出来ない為の減収は約 14 億円、合わせて 26
億 8 千万円が電気事業関係に影響与える額という風にみております。なお、開

門調査を行った後に撤去あるいは存続へ移行する場合でも調査には費用がかか

りますので当然、内部留保資金が現時点よりも減少している、そういった状況

からのスタートということになるという風に思います。次にその他でございま

す。井戸枯れ、消防水利、これにつきましても知事の判断後に必要に応じて地

元の皆さん方と色んな相談、協議しながら進めるつもりであります。井戸枯れ

の場合は、給水車による対応を行った場合に約 6 千万円、また消防水利につき

ましては防火水槽の新設等に約 1 億 2 千万円必要という風に見込んでおります。

また、瀬戸石ダムとの調整案件でございますけども、瀬戸石ダムは 2 年間の調

査した場合には最下流のダムということになりますので、警報体制の整備を図

る為に約 1 億 2 千万円、これは県の方から負担する必要があるという風に見込

んでおります。いずれにいたしましても、開門調査の場合はただ単に放置する

ことは出来ませんで、それなりの色んな困難なものを解決しながら進めていく

必要があるという風にみております。10 ページの総括につきましてはこれは省

略させて頂きます。では私の説明は以上でございます。では次に 2 の管理・環

境対策について 3 の地域対策、4 の協議会につきましては工務課長の福原がご説

明をいたします。 
 

（福原課長）  
改めましてこんばんは。工務課長の福原と申します。よろしくお願いいたし

ます。この度のプロジェクトチームの報告をふまえまして企業局として今後管

理・環境対策をどのように行っていくか、そのことについてご説明したいと思

います。こちらの表をご覧ください。こちらの表は、これまで企業局がご説明

してきました対策とこの度の PT 報告との関係を示したものでございます。赤丸

が PT 報告の中で追加的に行われたもの、それから黒丸が企業局の対策に対する

更に安全性を求められたもの、それから白丸が企業局の対応の対策について、

おおむね妥当だと PT が判断したものでございます。それでは管理・環境対策の

撤去の場合について、撤去の場合の管理対策についてご説明いたします。こち

らは第 1 回説明会で説明した内容でございますが、今回赤文字のところにつき

まして PT の方で更なる検証を頂いた部分です。こちらの方を中心に説明させて

頂きます。また存続の場合の管理・対策につきましては第 1 回第 2 回の説明会



でご説明しましたけども、こちらも赤文字で示している部分について PT の方で

更なる検証をして頂いた部分で、ここを中心に説明をさせて頂きます。それで

は管理対策の護岸、浸水、堆砂、管理強化についてご説明させて頂きます。内

容につきましては、撤去の場合とそれから存続する場合についてそれぞれご説

明させて頂きます。まず、護岸でございます。こちらの図は護岸を補修する場

合の左側が企業局の補修方法、右側が PT で検討して頂いた方法になっておりま

す。企業局では平成 18 年まで 73 箇所、延長にしまして 2334m の護岸の補修を

行ってまいりました。で、今回撤去するにあたりまして、護岸の維持の目的か

らこれまでの実績をふまえて工法を選定してきたところでございます。一方 PT
の方では、企業局の工法をふまえて更に河川管理の視点から施工性、安全性、

環境、景観を配慮した工法が必要と判断したところでございます。このことに

つきましては、企業局もそのように今後実施していきたいという風に考えてお

ります。こちらは今後補修が必要な場所について示した図でございます。荒瀬

ダムの貯水池を上から見た図になっております。こちらが荒瀬ダムです。こち

らが上流の方にあたります。で、赤い印がついている部分、こちらが企業局の

方で選定しておりました場所です。で、青い部分、こちらが PT の方の検証で今

度出てきた部分になっております。これで撤去における護岸の説明を終わらせ

て頂きまして、続いて存続の場合の護岸についてご説明いたします。こちらは

存続する場合の護岸の補修箇所を示しております。青い部分、3 箇所囲っており

ます。合計で 350m でございます。存続する場合の護岸の補修につきましては、

企業局が考えておりました工法また施工箇所につきまして PT の方でもおおむ

ね妥当だという判断が出ております。このことについては、もし存続した場合

にはきちっとやっていきたいという風に考えているとこでございます。続きま

して浸水についてご説明申し上げます。ダムを撤去する場合に今回浸水につき

ましては道路の嵩上げについてご提案しているとこでございますけども、ダム

を撤去する場合にどうして道路を嵩上げする必要があるんだという疑問を持た

れている方がたくさんいらっしゃいます。その疑問に答える為にこれらのメカ

ニズムについてちょっとご説明させて頂きたいという風に考えています。お手

元のパワーポイントの資料の中に今ご覧の画面と同じような図が 4 つあると思

います。それで 1、2、3、4 と○がうってあると思うんですけども、それを順に

説明させて頂きます。まず、最初にダム撤去前の図でございます。ダムがあり

ます。上流には 87 万㎥の堆積があります。その堆砂の影響によりまして、水位

が上昇している、という現実がございます。特に鎌瀬地区付近で出水の度に毎

年県道、市道の冠水の被害が発生しているということでございます。それでダ

ムを撤去した場合に鎌瀬地区の水位がどのようになるか、ということで 2 番目

に移らせて頂きます。ダムを撤去いたしました。で、ダムを撤去する場合に下



流へ一気に土砂が流れ出さないように10万㎥の土砂を未然に除去しておきます。

残りの 77 万㎥につきましては自然に流下させる計画でございます。このことに

よりまして洪水時の水位が全体的に低下してまいります。そしてこの鎌瀬地区

付近では約 50cm の水位低下が生まれます。しかしこれではまだ道路の冠水は

起こります。それでは次にそれを防止するということで中流部、百済木川合流

点から鎌瀬地区にかけて 6 万㎥の堆砂を除去する必要がございます。これを行

いましてそれに併せて道路の嵩上げを実施することにより、洪水時に県道、市

道の冠水を防ぐことが出来ます。最後に貯水池全体の堆砂につきましては自然

流下をさせて、30 年間で序々に序々に元の河川に戻っていくということでござ

います。このことによりまして堆砂の影響で上がっていました、洪水時の水位

が低下してまいります。で、今回嵩上げを何故するかといいますと、元の河床

に戻るまでに 30 年間というふうにかかります。それでダムを撤去しても道路が

冠水しなくなるまでにはすごい時間かかります。そういうことで、皆さんにい

つまでもそういう冠水を受忍させるというわけにはいかないという判断から、

道路の嵩上げを提案したところでございます。これで撤去する場合の浸水につ

いての説明を終わりまして、続きまして継続する場合のお話しをさせて頂きま

す。申し訳ございません、ちょっと 1 つ抜けておりました。撤去する場合の道

路嵩上げの位置でございます。こちらが鎌瀬地区、で、三坂地区、中津道地区、

それから西鎌瀬地区、こちらの県道と市道の嵩上げを計画しているところでご

ざいます。申し訳ございませんでした。続きまして存続の場合の説明に入らせ

て頂きます。存続の場合には当然ダムが残ります。で、上流には 87 万㎥の砂礫

の堆砂がございます。こういう状況の中で先ほどからお話しています、鎌瀬地

区の水位上昇を防ぐという目的で毎年中流部から1～2万㎥の堆砂を除去してま

いりたいという風に考えております。堆砂を除去することによりまして、水位

の上昇を抑え県道・市道の冠水被害を抑えていく、いうことで考えております。

これで浸水の方を終わりまして当面の対策ということで、お話させて頂きます。

道路の嵩上げをするには、数年かかります。その間西鎌瀬地区等で浸水の被害

というのはどうしてもあるわけなんですけども、例えばこの写真をご覧くださ

い。上の方の写真が洪水時の写真でございます。いったん洪水が発生しますと

市道が通られなくなりまして避難路が、国道へ抜けるこの階段になってしまい

ます。この階段は足元が悪くて手すりもないという危険な状態でございます。

そういうわけで今回こちらに手すりを設置し、階段を補修することによりまし

て安全な避難路を作っていきたいという風に考えております。また鎌瀬地区の

里道の対策といたしまして、こちらは洪水時に川の方から里道の方に水が逆流

しまして里道に水とか堆砂が溜まるということで皆さんがお困りになっている

ということでございます。それに対しまして里道の嵩上げを行い、排水施設を



整備していきたいという風に考えているところでございます。3 番目に中津道地

区の里道の対策ということで、こちらにつきましては洪水時に民家の裏側を里

道ですけども、水位がこの辺りまできています。それで避難路がなくなってし

まうということで、今回里道の嵩上げを実施しまして、洪水時の避難路の確保

を行っていきたい、という風に考えているところです。当面対策の最後としま

して、瀬戸石地区の洪水時の水位情報の提供というものを現在考えております。

これは瀬戸石地区に水位計の新設を検討中でございまして、この水位の情報を

的確に瀬戸石地区の皆さんに伝達することによって安心感を与えていきたいと

いう風に考えてるところでございます。これまで、先ほどまでは堆砂の除去等

の話しをしてきたんですけども、堆砂につきましてはその砂について覆砂事業

の方で利用していこうという風に考えております。礫につきましてはダムの下

流もしくはダム直上流に仮置きしまして、洪水時に自然に流す、流していくよ

うにしたいという風に考えているところでございます。これで管理対策につい

て終わらせて頂きます。続きまして、管理の強化についてご説明いたします。

水位低下用放流設備の設置でございます。これ以前も説明会で説明したところ

でございますけども、現在の水位より下の部分の構造物とか堆砂の除去の管理

をきちっとやっていく為に水位を低下する設備を設けようということでござい

ます。こちらが構造図になっております。この設備は水の少ない冬場に水位を

低下させる目的で設置されるものです。続きまして撤去の場合の環境対策に移

らせて頂きます。こちらは第 2 回の説明会でご説明いたしました。撤去に係る

環境保全措置、それから更に影響を低減する為の措置、それから環境モニタリ

ングについて説明したところでございます。今回もそれについて説明をさせて

頂きます。こちらはダム撤去に伴いまして、影響のある範囲を示しております。

左側が遙拝堰、中央部が荒瀬ダム、右端が瀬戸石ダムになっております。荒瀬

ダムから瀬戸石ダムにかけましては、現在貯水状態であるから、ダムを撤去す

ることによりまして流水状態になるということで、旧貯水池内の植生等の変化

が見られるということでございます。一方ダム下流につきましては荒瀬ダムか

ら藤本発電所、この間が現在は減水区間となっておりますけども、流量が回復

してまいります。それから土砂の流下がされるようになる。一方工事期間中に

つきましては、出水時期に濁水の発生の懸念もございます。そういうことでそ

れらの影響に対しまして環境保全措置として植生の移植だとか、更に、影響を

軽減させる為の措置といたしまして、工事期間中に周辺に迷惑かけられないよ

うに対応を取っていくと。工事につきましてはモニタリングしながら着実に進

めていこうという風に考えているとこでございます。モニタリングにつきまし

ては現在、環境につきましては荒瀬ダム対策検討委員会というものを設置して

おりますけども、今後はモニタリングにつきましてはモニタリング連絡調整会



議または技術的な技術専門委員会というものを設けて、きちっとした管理をし

ていきたいという風に考えているところでございます。この調整会議等につき

ましては後ほどご説明いたします。特に環境の場合、撤去する場合、存続する

場合でも泥土の除去については確実にやっていこうという風に考えているとこ

ろでございます。こちらが泥土の確認されている場所で、佐瀬野地区、百済来

地区でございます。この泥土については撤去、存続にかかわらず確実に除去し

ていきたいという風に考えております。存続の場合の環境対策について説明い

たします。第 1 回第 2 回説明会で説明した内容と同じでございます。申し訳ご

ざいません。まず貯水池の巡視等水質の監視、強化ということで確実にやって

いくと。またアオコの浮遊物の除去等についてもやっていくと。先ほど浮遊物

の除去の為のフェンスを試験的に張る等の実験をしたとこでございます。また

環境モニタリングを行いまして課題の再整理とか対策の検討についてもきちっ

とやっていきたいという風に考えているところでございます。続きまして八代

海、球磨川、それから八代海の水産についてご説明いたします。球磨川の漁業

につきましては工事期間中濁水の防止等がないように充分な予防策と取ってい

きたいという風に考えております。また撤去に伴いまして河床が変化するわけ

でございますけども、このことが特に鮎等の生息に適しない場合も考えられま

すので、状況を逐次モニタリングしながら必要な対応を取っていきたいという

風に考えております。八代海につきましては、覆砂事業に有用な砂を供給して

いきたいという風に考えております。存続につきまして水産のお話をさせて頂

きます。球磨川漁協、球磨川の漁業につきましては、また八代海漁業につきま

してはダムがそれらにどのような影響を与えているか、現段階では数量的に評

価することは難しいと考えております。しかしながら企業局といたしましては、

そういう中で現在出来ることを出来る限りやっていきたいという風に考えてい

るところでございます。現在、球磨川に対する対策といたしまして稚鮎の採捕

放流事業、また種苗の捕殖放流事業、こういうものを実施しておりますけども、

今後もこういうものを続けていきたいという風に考えております。また現在検

討中の対策といたしまして、鮎の降下時期に合わせた水位低下の期間の延長、2
番目に稚鮎の放流尾数を増やす、または生息場、産卵場の造成について整備出

来ないか、こういう検討をしております。更に下流の土砂の供給ということで、

最適な排砂対策についても方策を検討しているというとこでございます。次に

八代海の漁業のついてでございますけども、現在実施しているものとしまして

は覆砂事業に有用な砂を供給いたしております。今後の対策ということで、現

在検討しておりますのは、今お話しました覆砂事業の継続また下流の土砂の供

給ということで、最適な排砂対策の実施について検討していくというとこで考

えているところでございます。水産につきましてはこれで終わらして頂きまし



て、続きまして地域対策についてご説明をさせて頂きます。撤去する場合と存

続のする場合についてご説明いたします。撤去する場合でございますけども、

代替橋、井戸枯れ、消防水利等につきましては、別途今後設置予定のダム撤去

にかかる地域対策協議会、こういう場で検討させて頂きたいという風に考えて

おります。またダムを存続する場合につきましては、地域対策及び振興策につ

きまして荒瀬ダム管理環境対策協議会の中で意見を伺いながら、検討を進めて

いきたいという風に考えているところでございます。これで管理環境対策また

地域対策についてのお話を終わらせて頂きますけども、これまで企業局で河川

法が平成 9 年に改正になりましたけども、そういうものを受けて環境だとか地

域のことを意識しながらやってきたわけですけども、結果的には皆さんには、

そんなことはない、まだそんな全然やってないということになってしまいまし

たけども、その点については深く反省しているところではございます。今後よ

り良い水利使用を目指す以上は皆さんのご意見をとらえながらやっていこうと

いう風に考えているところでございます。そういうことで、次に協議会につい

てご説明させて頂きます。まず撤去の場合でございます。撤去の場合、色んな

調査をやりながら、予測を立てているとこでございます。しかしながら実際に

撤去に入ったらどんな風になるんだろうと、やはり住民の皆様、漁業関係の皆

様、色々ご心配のことだと思います。そういうことで、モニタリングを実施し

ながら撤去を進めていこうという風に考えております。それでモニタリングの

情報の提供、またいろんな対策を行う上での関係者との調整の場ということで、

モニタリング連絡調整会議というものを設置して撤去を円滑に進めていきたい

という風に考えているところでございます。またモニタリングにつきましては、

撤去技術専門委員会という関係機関と学識者で構成する組織を作りまして、指

導、助言を仰ぎながら、きちっとしたモニタリングをやりながら着実な撤去を

進めていきたいという風に考えているところでございます。それでは存続にす

る場合の体制についてご説明させて頂きます。先ほど申し上げましたように、

これまでの反省をふまえまして地域とそれから関係者等で構成する管理環境対

策協議会いうものを設置さして頂きまして、皆さんのご意見・要望等をお聞き

して管理環境対策の万全を期していきたいという風に考えているところでござ

います。で、先ほどから対策についてご説明いたしましたけども、これら対策

につきましてもこちらの協議会で必要に応じて協議頂きまして、更なる対策の

改善をはかっていきたいという風に考えているところでございます。また、こ

ういう河川のことでございます、色んな技術的なことが出てまいります。それ

らの時には技術検討委員会というものを関係機関とか学識者で構成して頂きま

して助言、ご指導を仰ぎながら今後の管理対策、環境対策を確実なものにして

いき、きちっとした管理が出来るようにしていきたいという風に考えていると



ころでございます。最後になりますけども、これまでの反省をふまえてまた皆

さんのご意見を頂きながら、やっていきたいと思いますんで、どうぞよろしく

お願いいたします。ご清聴ありがとうございました。 
 

（中園課長）  
以上で説明が終わりましたけれども、これからなるべく時間を取りまして、

皆様方から質問、ご意見、要望等をお受けしたいと思います。質問をされる方

は挙手の上に司会の了解を得て所属団体と名前を、また団体に所属されておら

れる方はどこの誰です、という形でお願いいたします。では係の者がマイクを

お持ちしますので、マイクを使ってお話ください。質問につきましてはなるべ

く簡潔にお願いいたします。なお、本日の説明会の終了時刻は 9 時を予定して

おりますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。ではどうぞ。 
 

（Ａ氏）  
はい。合併前に坂本の村長を務めておりました、「Ａ」でございます。まず基

本的なことから申しあげたいと思います。工務課長のつらそうな説明、本当つ

かれたと思います。何をする、これをやる、今からどうすると色んなことを説

明されましたけれども、そのことをどうして今までやってこれなかったのか、

やってこなかったのか、中津道の説明会で、蒲島知事がこれまでの企業局の対

応は不親切だったと、あまりにも地元の方を向いて何もやってこなかったと。

だからこそ、皆の不満が出て今になっているんじゃないですか。存続する為に

口先だけであれをやる、これをやると、言っても誰も信用しません。だから課

長は今辛かったと思います、説明が。結局そういわれてきたわけだから。局長、

今までの企業局の排水浸水について謝られますか。言い訳されますか、局長に

求めます。それからもう一つ、一番最初にコスト検証、実質的に負担する額に

ついて撤去する場合としない場合、実質負担額は 52 億 9 千万円違うと、内容に

ついてもっと詳しく、例えば年間いくらぐらい売電の場合売電あるからこうな

るんだというような具体的な説明しないと、ただこのくらいで皆さん聞いてい

る人分かると思いますか。もうちょっと親切に説明してください。それからま

ず入りたいと思います。 
 

（上野局長）  
説明は工務課長がいたしました。別に工務課長に私共は強くそういうことを

説明しろということじゃなくて、局として今まで過去昭和 29 年にオープンしま

したけど、その後色々なその要望もあったかもしれません。それに対して真摯

に対応してきたかということについて我々が知らない部分もございます。ただ、



それについては蒲島知事も申し上げましたようにその、そういう浸水が確認出

来てなくてもそういうことがあったら当然反省せないかんし、これからそうい

うことのないように皆でやっていこうということでこの前中津道の時申し上げ

たつもりです。それを前から工務課長はそう言いましたし、私もその通りだと

思っています。私が例えばここ 2、3 年の間に皆さん方にどういうことをし、お

話したていうことはないかもしれませんけど、その過去もひっくるめてですね、

そういうそのご迷惑をかけた部分があったらお詫びして、これからはそういう

ことがないように皆さん方に意見を充分聞きながらやっていかないかんという

ことで課長が説明した通りでございます。それは課長が説明したというのは私

の代弁でもあるし、知事の代弁でもあるという風に私は思っております。それ

から 2 番目の説明、これはおっしゃる通りその皆さん方に今日この場で資料を

開いて頂いて説明しても多分分からないと思う。それはその通りだと思います

ので、そこについては具体的にこういうことになるという風に今から説明させ

ます。分かるかどうか分かりませんけど、説明させるようにしますので。 
 

（Ｂ氏）  
あの、関連なものですから。ゆるしてください。坂本の「Ｂ」です。今、Ａ

さんが申しました通りのこと私も感じております。あの、あれもやりたい、こ

れもやりたい、そして何で今頃そういう話が出てくるんだと、前から言うとっ

た話が何で今それを取り上げとるんだと疑問でなりません。で、本当にもう少

し具体的に話をしてもらわないとこの程度の話しで知事に決断をさせるなんて

いう材料じゃないです、これは。もう少し掘り下げて、時間をおいて、じっく

り検討した上で知事に決断をさせてください。それ、よろしくお願いをしたい

と思うんです。あの、中津道で知事が、ダムを要望する人がいないことに驚き

を覚えたとおっしゃった。私はこの 5 年間、荒瀬ダム対策検討委員会で撤去に

向けてきた、精一杯撤去のことを検討してきた局長以下企業局の方々が、だれ

一人として今度は 2 ヶ月の間に全て今度は発電事業継続に切り替わってしまっ

た、反転してしまった。5 年間の取り組みを、進言、知事に進言する人が一人も

いない、これに私は驚きを覚えております。そんなことで、今日の説明という

か非常に根っこの浅いもんだということが、まず第一印象であります。それで

せっかく立ったついでに、一つは具体的な話に入ります。護岸の補修の必要性

についてというようなことで説明を受けました。これはですね、私共検討委員

会の時に相当地域の人間として心配しておった部分でございます。専門委員会

の先生方々にも提案しました。心配ないでしょうかと。ところが専門委員会の

先生方はこのことについて特に心配されませんでした。それから企業局の方々

もこの部分、私共のその提言に対して取り上げて頂けませんでした。何でその



ことが今出てくるんでしょうか。それがまず分かりません。それで説明では、

護岸の基礎付近は貯水池湛水による水圧によって支えられている状況でありま

すと。水位が下がると残留水圧による崩壊が起こると、そういうようなこと言

っておられます。あと土木の先生専門家の方と色々話しを聞いてみたんですけ

ども、残留水圧はダム湖の水位を下げる速さに留意しさえすれば、水圧低下に

よる崩壊は心配ないという専門家の意見でございました。それから 2334m、73
箇所の補修の件がオオドリに出ておりますけども、これについては、現在補修

した箇所は50年間水に常に水中に負けて水分過飽和な土壌が洪水時の激流によ

って洗掘されたと、それを補修したものであります。ダムを継続すればダム湖

内の土壌は常に水分過飽和、過飽和状態の中にあって最も不安定な状況に置く

ということになるのです。ですから地滑りは、土中の水分飽和に大きく影響す

ることは私共が日常の生活で懸念しておるということであります。また説明の

中にありましたように、ダム撤去による水位が下がると湛水域が流水域となり、

侵食が起こると言っておられますけれども、ご指摘の場所はですね、通常の河

川の水位に戻れば陸上になる部分なんです。もちろんその洪水になると流水の

影響を受けますが、しかしそれはダム湖がある場合でも変わりません。むしろ

常時水中にあって不安定な状態での土壌に激流が流れることが危険ですと、そ

ういったことが事実ではないかという風に思います。次、それで県道嵩上げで

すけども、これも以前から私共お願いしてまいって申しておったわけです。そ

れが今まで取り上げられませんでした。もしダムを撤去すれば水害が今までよ

りも少なくなるし、洪水時の水位も下がります。ダム撤去に係る追加費用とし

て何で今道路嵩上げが出るんでしょう。なぜ道路に係る費用をダム撤去費用に

上乗せするんでしょう。そういったものがどうしてもまだ説明が呑み込めませ

ん。納得いくように説明をお願いしたい。 
 

（中園課長）  
はい、最初の企業局が負担、実質的に負担する額について、これはお手元の

この A3 の資料の 2 ページの上の方にございます。ご覧いただけたという風に思

います。まず左側の撤去の場合でございますけども、これは 6 月の試算では 72
億 1 千万円という風に試算をしておりました。でこれは平成 15 年から 20 年度

まで今年も含めて約 20 億 6 千万円の工事費、もう工事を既にしております。21
年以降支出予定額が 51 億 5 千万円でございますけれども、その中で現在総括原

価方式での売電料金を決定しておりますけども、その内 20 年度につきましては

2 億 3 千万円、これは総括原価に含まれているということで実質的に 21 年以降

に負担する額は 49 億 2 千万円ということでございます。それに今回 PT が 11
億 7 千万円追加が必要という費用につきましては、これが総括原価に含まれな



いという風に考えておりまして、合計、撤去の場合、68 億 9 千万円が実質的に

負担する額という風にみております。次に右側の存続の場合でございます。こ

れは 9 月の時にもご説明申しましたように、21 年から 30 年度にかけて 80 億 1
千万円が必要という風にみておりまして、その内に総括原価に 71 億 3 千万円、

それに含まれない、これ管理、環境対策費用その他で 8 億 8 千万円という風に

みておりました。これにつきまして、皆さんの中に確かにご批判があったとこ

ろでございます。現在、九州電力との間で基本契約について交渉をいたしてお

りますけども、12 月にこの基本契約が締結されるという風にみておりますが、

その中で基本契約が締結されます 22 年の 4 月 1 日につきましては、総括原価で

売電に必要な工事等につきましては、これは売電料金で回収出来るという風に

みております。その中で環境対策費につきましては、これは認められるかどう

か分からないということで 8 億 8 千万円、これは実質的に負担する額という風

にみております。さらに PT の検証で、先ほど嵩上げ補償で 7 億 2 千万円とい

う風に追加が必要とされました費用がございましたけども、合わせて 16 億円が

実質的に負担する額という風にみております。その差額は約 53 億円と先ほどご

説明いたしました。実質的に負担する額につきましては以上でございます。次

にこれはＢさんの方からお話がありましたけども、平成 15 年の 6 月から確かに

今年の 3 月までに撤去ということで私共は進めてまいりました。そういう中で

知事がお変わりになって、6 月の 4 日に凍結という判断を知事がされ、立ち止ま

って考えるということでございます。その大きな理由の一つとしては、やはり

県のお金というか財政状況という部分がありますし、また平成 14 年当時は総括

原価が維持されるかどうか非常に不透明な時でございましたけども、現在は 22
年 4 月以降もきちっと総括原価が維持されるということで、今後存続したいと

するならば、きちっと電気事業会計が存続出来るという風に考えております。

そういったことで、私共も確かに見方によっては 3 月までは撤去ということを

やってきておって今、これはまだ決定したわけじゃありませんけども、撤去か

存続か分かりませんが、存続出来るというので申しておりますので、確かにそ

ういった意味では皆様方にちょっと不信感を与えているんではないかなという

風に思っています。護岸以下の道路嵩上げにつきましては工務課長の方から説

明させます。 
 

（福原課長）  
Ｂさんの方からご質問がありました護岸補修の必要性ということなんですけ

ども、当時Ｂさんの方からそういう提案なされたのに取り上げられなかったと、

いうことでございますけども、実際その内容につきましては企業局の方ではき

ちっと対応してきたという風に考えております。73 箇所、2334m という補修を



実際にやっておりますし、その補修のやり方自体が今回間違っているというこ

とではないという風に考えています。しかしながら河川を管理するという視点

からいきますと、企業局がとっていた工法というのは、それは現状を維持する

補修だと。で、河川を管理する上ではその一歩進んだ、もう少し安全性を高め

た補強の観点からの補修というか工事、工法が必要だという判断をされたと考

えております。あくまでも企業局の今までのやり方が間違っているということ

ではなくて、更に安全性を高めた補強の観点から工法を選定しているという風

に考えているとこでございます。それから道路の嵩上げでございますけども、

企業局ではこれまで最も大きかった57年の水害の水位を基準といたしまして家

屋の嵩上げ等を行ってきたところでございます。そして水防災事業と言われる

抜本的な対策がございますけども、こちらの方の考え方もまずは家屋を嵩上げ

してそれに隣接している道路について嵩上げし、その他については従来の道路

にすい付けていくというような対策が取られております。企業局の方としまし

ても道路の嵩上げ等については道路管理者等と協議をしながらやっていきたい

ところでございますけども、現在までその嵩上げの対策の実施には至らなかっ

たということでございます。今回道路管理者の一つである、土木部も入って色々

検討を進める中でダムを撤去した場合につきましても、これまでの道路の浸水

被害をずっと堆砂が自然に流れて水位が下がっていくまでその長い期間を、そ

ういう心配を受忍させるわけにはいかないという判断から、撤去の場合につき

ましても道路の嵩上げを提案しているところでございます。 
 

（Ｂ氏）  
どうも私の方が疑問に思っていることが理解されてないようなんですけどね。

確かに 2334m と 73 箇所、補修してもらえた。これはせざるを得んからやった

だけですが、それが何故そういうことが生じたのかというようなことに目を向

けられましたかということなんです。それは先ほど言いましたように、やはり

しょっちゅう年がら年中水の中に浸かっている部分、浸水している部分につき

ましては、それは水中の土砂が水分の過飽和状態になって何をしても崩れると、

崩れやすい状態にあるということなんです。で、それがそれそういう状態のと

ころに激流が流れ込んでくると一気に崩壊してあと浸食していくという風なん

です。説明を聞きますと、存続した場合の方は護岸の場所が少なくて撤去した

場合の方が護岸の場所が多いと。これも理屈に合いません。本当に理解出来ま

せん。ねえ、そうでしょ。 
 

（福原課長）  
その件に関しましてですけども、存続する場合には毎年水位低下をさせて護



岸の状況を確認しながら、必要なところをもうどんどん順番に優先順位をつけ

てやっていくということで考えておりますので、仮に今 350m っていう撤去の

場合に比べると随分少ないメーター数なんですけどもその都度その都度、そこ

の適した工法を選択しながら確実にやっていきたいという風に考えているとこ

でございます。 
 

（Ｂ氏）  
そういう風に色々説明されますけどね、今私の方が考えるのはこのダム存続

を前提に置きながら、いかにして財政の問題を表に出してそして世論を誘導し

ていきよるかと、そういう風にとらえてならんのです。だからもう少し、もう

少しやっぱり細かい話しを、見える話しをして頂きたいと思ってるんです。 
 

（Ａ氏）  
あのですね、知事はこの問題で住民によく説明をして、理解をしてもらって

説得をすると言われてるんですよ。あんた方が今言われてるのは、説得するよ

うな深い言葉じゃないんですよ。存続する為のただ理屈付けなんですよ。 
 

（会場）  
そうだ、そう。 

 
（中園課長）  
じゃ後で、ちょっと女性の方こちらに。じゃ前の方。 
 

（Ｃさん）  
はい、私、中流域の水害被災者の会の「Ｃ」と申しますが、私は 6 月の 4 日、

知事のこういう撤去凍結を聞いて本当背筋が寒くなり、嘘だろうという気持ち

がいたしました。と同時に球磨川は宝という言葉で、あの、9 月の 11 日ダムを

川辺川ダムを白紙撤回なされた同じ人間がすることだろうかと、そういうこと

は不思議でなりません。昨夜の報道ステーションでも、川辺川ダムの白紙撤回

をしたその公共事業への見直しというのがこの全国的規模になるていっていう

ような形で知事を、蒲島知事を何か擁護するようなそういう意見がございまし

た。ああ、このようにしてから知事は有名になったんだなと、こんなそういう

熊本県民であるということを私は誇りにしたいんです。ところが荒瀬ダムに対

して、それから路木ダムに対しての知事のこの同じ人間であるか、その矛盾点、

それを企業局の人達にも私は感じます。一生懸命潮谷さんの時には撤去に向け

て頑張ってきて、それがころっとですね、今は存続の為だけでのその語呂合わ



せの為だけにやっていらっしゃる、その作業たるや私達は信用出来ません。今

の何かこう行政と国会のそういうようなそういう矛盾点が全部あなた達の中に

入っていると思ってます。それと私今水害被災者ですけれども 1966 年、昭和

40 年の水害が 7・3 の水害があったんですけれども、66 年にですね、通達 170
によりますとダムに関連する通達、建設省河川局長通達、県の河川局発第 178
号というのがありますけれども、これこの前、中津道でＤさんが出されてるか

らその用紙は皆さんご存知だろうと思いますけれども、私はこの用紙を見てこ

の通達をみて愕然としました。もう生まれてから今 60 歳になりますけれども 13
回も、3.5m から 4.5m ぐらいの水害にあってるわけです。本当にこれは荒瀬ダ

ムがあり、そして瀬戸石ダムがあり、そのバックウォーターによる水害と、こ

れは誰もが認めてらっしゃることだと思います。知事さんも現地を見て私の家

を見て、ああご苦労なさいましたねとおっしゃってくださいました。今嵩上げ

の工事を今度入るばっかりになっております。それはバックウォーターが認め

られたからだと思っておりますけれども、国も県もそうだと思っております。

ですからこれが本当にこの通達がなされていたならば、荒瀬地区の人達に中津

道地区の人達、鎌瀬地区の人達、本当に洪水がある前に瀬戸石ダムも荒瀬ダム

も水がちゃんと流せていたならばその嵩上げ、道路のとかその浸水もなかった

はずです。私達この中流域の水害も半分はなかったろうと思います。どうして

県はこういうような通達を無視したんですか。で、私達が荒瀬と瀬戸石のもう

干上がった水を見たのは 2003 年です。その時だけ、その時から水門を開けられ

ました。それまで水門を開けられたのは見たことがございません。2003 年に水

門を開けられてから海が蘇り川が蘇りというのをこの目で見ました。ですから

本当に水害の地を、それから色んな海の問題とか考えてみたならば荒瀬ダムを

撤去する、そして瀬戸石ダムを撤去する、これが一番の早道だと思います。県

の財政からあればさっと撤去をしたいと知事さんはおっしゃいました。ですか

ら私達は今度の国のお金が 1 万なんぼか私達にくると思いますけれども、私は

これは荒瀬ダムの撤去費用としてからですね、県に差し上げたいなて思うくら

いです。本当に撤去費用がいるんだったら路木ダムの建設をやめて、そして他

の無駄な部分を削ってそしてこれだけのお金があります、そしたならば出来ま

すよっていうことを改めて試算し直してください。この試算で私達は納得出来

ません。よろしくお願いいたします。 
 

（上野局長）  
Ｃさんのその最初の話しのお答え、私からお答えさせて頂きますけど、Ｃさ

んの実家とか私も何回も行って知っております。それは荒瀬ダムというより瀬

戸石ダムの上流、要するにバックウォーターのもう少し上になりますけど、確



かにあの地域、あの地域はその上の芋川地区と同じく球磨川の本線が、洪水期

ずっと水位が上がります。そうすると当然その支川からは流れ込みません。で、

流れ込まないことによってその支川の方の低いところにある住宅は冠水します。

これについては、Ｃさんが言われたのは一部だけを私はとらえておられると思

っています。やはり構造的にそういうところは嵩上げする必要がある、もちろ

ん、瀬戸石ダムのその堆砂状況をある程度改善して水位を下げるのは当然しな

きゃいけないと思っています。だからそういう組み合わせで、Ｃさんとこの実

家はしないと、ダムだけでどうこうっていうのは、私はちょっと違うと思いま

す。そこは理解してください。現実的に球磨川本線の水位がずっと上がると支

川から流れ込みます、これは人吉の山江から、山江からくる渡も同じです。渡

も一勝地もＣさんちも同じ。だからこれは全部やり直さないと難しいので、こ

のダムだけということでなくて構造的にそういう形でやっています。それから

６６年のやつはちゃんと対策とっているはずだから、それは工務課の方で答え

なさい。 
 

（福原課長）  
先ほどの通達の件ですけども、これは 2 類のダムということだろうと思うん

ですが、このダムにつきましては、予備放流水位を設定して。 
 

（・・・）  
瀬戸石ダムと荒瀬ダムとちゃんと書いてあるです。 
 

（福原課長）  
はい、そのことだと思います。それでこのダムに対してはどういうことしな

さいとあるんですけども、堆砂しやすいということもありますから堆砂除去す

るってことも必要に応じてやっております。それから予備放流水位を設定して

洪水の時はその予備放流水位で洪水を迎えなさいという風になっております。

荒瀬ダムについては、予備放流水位は 30・4m ということで設定されておりま

すけども、現在は地元の要望等もいれてもう少し低い 29m 近くまで下げて洪水

を迎えるように今やっております。 
 

（上野局長）  
さっきＢさんが言われた部分で説明しましたけど、やっぱり私も聞いていて

説明不足と思っている部分もございますから私からちょっと補足させて頂きま

すと、その、6 月 4 日に知事が表明しました。これは例えば、何も変更がないよ

うに急に知事が変わったからそういう立ち止まって考えるということ、それだ



けではございません。ご存知の通り、ずっと対策検討委員会の先生方に慎重な

審議をして頂きました。その中で色々な工事をやってきた、その中で先生方が

こういうのをやった方がいいよ、これはこういう風に丁寧にやった方がいいよ、

というお話もございました。それをずっと平成 15 年から続けてくる中で、非常

に事業費が膨らんできた。膨らんできた中で、じゃあ果たしてやっていけるの

かということを平成 19 年度終わりから 22 年度にかけてシミュレーションした

結果で、これじゃもう資金がショートするパンクするというようなことで知事

にお話して、知事がじゃあ立ち止まろうということで今の状況になっています。

それが 1 点。それとさっき工務がお話しましたけど、Ｂさんが言われたように

撤去の方が何故護岸の量が増えるんですかっていう説明がありましたけど、基

本的にご存知の通り、撤去するとダムの運転もなくなります。そうすると川の

流れっていうのはものすごく速くなります。当然今ダムが、今も、うちがやっ

てるレベルのやつじゃなくて川底の方が、流れが速くなりまして、そこが侵食

される恐れが強いということを今度 PT は検証しました。だからその部分は、前

検証してなかった部分は当然やるべきだというのが 1 点、それと先ほど彼が言

いましたように、工法としてはただ原形復旧じゃなくてやはり環境的にもいい、

見かけも景観上おかしくないようなやり方、それから構造的にもやはり簡易な

原形復旧じゃなくて強くておかないと将来はやばいんじゃないかということで、

そこの 2 点から、費用、護岸の費用は増えています。そこは多分説明する時さ

ーっと説明したから分かられにくかったと思いますけど、私はそういう風に考

えていますので、そこはもしＢさんがあれなら詳しく一から誰か説明させます

ので。 
 

（中園課長）  
はい。 
 

（Ｅ氏）  
あの、球磨川漁協の「Ｅ」です。上野局長、今のは間違ってます。 
 

（上野局長）  
どの部分が。 
 

（Ｅ氏）  
撤去したらね、護岸が、水流が水流速くなって、ね、護岸が崩れやすい、そ

んなことじゃないでしょう。 
 



（上野局長）  
護岸じゃなくて底流部。 
 

（Ｅ氏）  
ああ、ごめんなさい、そうかもしれない。元に戻るだけじゃないですか。何

言ってるんですか。 
 

（会場）  
撤去費が。 
 

（上野局長）  
いや、元によりほっといたら。 
 

（Ｅ氏）  
昔に戻るだけですよ。 
 

（上野局長）  
いや、戻るんだけど、ほっといたら、その底流部に強い水が流れるから抜い

てとる、だからその場合壊れるかもしれないからそこも補修しておくんだとい

うのが撤去した場合の状況です。 
 

（Ｅ氏）  
それは分かりますよ。でも昔に戻るということが私達の願いでしょ。それか

ら、ちょっと待って、こっちが先にいきます。 
 

（中園課長）  
ちょっと待ってください、まだＥさんがまだ発言の途中ですから。 
 

（Ｅ氏）  
ちょっと静かにしとって。漁協から、漁協の同意についてお話をしたいと思

います。50 年前の水利権の許可を得る時、漁協の同意を得られたと思うんです

ね。その時はどのような内容になっていたか、それをまず聞きたいと思います。

それで平成 15 年の更新時の申請書の添付書、これは、国交九整 14 水 9 第 15
もありますね。平成 15 年の 3 月 26 日に国交省、整備局が出してるんです。で、

漁協の同意について、建設時に補償契約を締結して水利使用を行っており、今

回は工作物の変更はないと、水利使用の継続であるから問題ない、こういう風



に書いてありますね。これは 6 ページの 2 です。ここにある締結した補償契約

というのは水利使用に関する補償もあります。それを永久的に認めた同意書に

なっているということなのか、漁業補償は漁場の喪失とか工事中に発生する影

響に対する補償である、水利使用に関するものとは全く別のものであると思う

が、法的にはどのようになっているか教えてください。それが 1 つ。50 年前は

許可を出すのは国ではなくて熊本県知事だったと聞いております。要するに県

が県に対して申請し、また許可を出したんだと思う。50 年前に漁協は球磨川の

流水の使用に関して永久的に同意をしたとは思えない。従って 50 年前の同意と

は何に対する同意で、何年間の流水の利用に対する同意だったのか、お答え頂

きたい。更に企業局の言う今回の工作物の変更はなしということからすると、

工作物の変更がある時は当然漁業補償が必要になってくる。しかし河川法でい

う流水の使用に関する同意とは別のものと思われる、思われますが、50 年前に

同意をした時に漁協は永久的に流水の使用に関しても永久的に同意をしている

のか、更に漁協の同意が必要かどうかについて企業局は国交省の判断によると

説明しています。国交省のホームページで水利権のことを調べてみますと同意

を得ることが望ましいとあります。また前回県が出した申請書には漁協の同意

について建設時に補償契約をして水利使用を行っており、今回は工作物の変更

はなく、水利使用の継続があるから問題ない、先ほど申し上げました通り、以

後繰り返します。こういう風に書いたら、これを見ますとね、国交省は取った

方がいい、同意書を取った方がいいとあるのに、問題ないと書いてあるから、

どうなるかというと、国交省は許可をせざるをえないわけ、よろしいですか。

前回は 7 年後に撤去するとあったから、私達は問題にしなかったんです。今回

は球磨川漁協も八代漁協も猛反対をしているわけです。もし申請することにな

ったら、企業局は今度の申請書には球磨川漁協の、海面漁協の大反対で同意は

取れませんでしたと事実を書いて頂けますか。よろしいでしょうか。もしこの

事実を書かなかったとすれば虚為の報告をしたことになります。そうしますと、

後日このことが発覚した場合は恐らく企業局の存亡の危機にいたっていくと思

います。これ我々は当然最大問題に持ってくことを覚悟しています。そうなっ

た時の企業局の存在というのは大変厳しいものになるということをですね、私

は申し上げておきたいと思います。そのことについて、今まで申し上げたこと、

回答をお願いしたい。 
 

（榎田補佐）  
総務経営課の榎田と申します。先ほどの当初の契約書のことでございますけ

れども、この契約書の中におきましては、何年までっていう風な表記はしてあ

りません。で、この中におきましては、今回のこの補償は漁獲に影響を及ぼす



変更がない限り乙に対し漁業による損害については補償その他何らの要求もせ

ず、また甲の組合個人からも何らの要求もさせないものとするという風な表現

なんですが、この影響を及ぼさない変更というところでこれまでの考えが今お

っしゃったような永久ということには多分ならないんでしょうけれども、少な

くともコンクリート物、工作物としての耐用年数関係でいきますと、一応 100
年くらいあるという風な表現がされています。ですから、これが当時は 50 年で

更新にされておりますので、まず第 1 回の更新はこのままの状態でこの契約書

が生きるということを前提として進めておられたものと思います。工作物の変

更という点でいきますと、工務課長が説明しましたようにダム本体に、継続す

るっていうことになりましたら穴を 2 箇所でしたかね。そういったことで工作

物に、何かの手を加えるということがその後の漁獲状況に影響を与えるってい

うことになった場合においては、改めての協議というのが発生するかと思いま

す。 
 

（Ｅ氏）  
今回の場合は漁獲高に変更はないんでしょうか。 
 

（榎田補佐）  
漁獲高に変更がないということの断定は出来かねますけど、現状においてダ

ムが存続するっていうことでありましたら、ほぼ現状どおりで推移するんじゃ

なかろうかと思います。 
 

（Ｅ氏）  
この 14 号の 6 ページによりますとね、6 ページの 2 によりますと、荒瀬ダム

調整池上流端から藤本発電所放水口までの間には球磨川漁業協同組合に内共第

6 号より第 1 種及び第 5 種の漁業権の設定がされているが、建設時に補償契約を

締結して水利使用を行っており、今回は工作物の変更はなく水利使用の継続で

あることから問題はないとこういう風になってますよね。しかし今回は、存続

をするということだから問題はないとされるんですか。それにしても予算が全

然違ったものに変わってきてますけども、それでも変更はないんでしょうか。 
 

（福原課長）  
お答えいたします。水利使用には変更はないと考えております。で、工作物

にも変更はございませんので、そのように考えているところです。 
 

（Ｅ氏）  



そういうことでよろしいんですか。 
 

（福原課長）  
はい。 
 

（Ｅ氏）  
本当によろしいんですね。これ証拠になりますよ。 
 

（福原課長）  
現段階ではそのように考えております。 
 

（上野局長）  
Ｅさん、Ｅさんが言われたその、50 年前、新規の漁業権、漁業権があったか

ら新規に作ってくれ、当然漁協、球磨川漁協さんの同意を取ってますよね。 
 

（Ｅ氏）  
はい。 
 

（上野局長）  
それが、その後例えば漁業権というのは 30 年が当時から期間だったから 30

年で切れます。その時にはそれは漁業協同組合から同意書というか、取ってな

い。それは河川法上新規のときはいるんだけど、何も変更させない、さっき彼

が言いましたけど水利使用に全然影響がない、工作物も触らないということに

なると、私達の考えですよ、そういう国交省の裁定どう考えられるか知りませ

んけど、要するに単純更新だから漁協さんの同意書自体は法律上では要らない

と思っている。ただ現実には、おっしゃったように色々問題がありますからそ

ういう利害関係者、利害関係者とは話しをして問題ないようにしてくださいと

いうことで話しをされて多分 30 年きた時点でやってると思います。で、今回の

件についてじゃあ、球磨川漁協さんが了解されない時、了解したということで

国交省出すのかということ、そういうことはしません。それはもうはっきり球

磨川漁協さんにお願いに行って説明して、それでもやはりここの総代代表の結

論と同じように無理だと言われるなら、漁協さんとは色々接触したいんだけど

結局了解を得られませんでしたということで、当然そういう事実を添えて国交

省には申請する形になると思います。存続するとしたらですよ。 
 

（Ｅ氏）  



当然です。 
 

（上野局長）  
それは当然です。だからそういう虚為のことを言って申請を出すことはそれ

はしません。そういうことをすることは誰がみてもおかしいことですから。 
 

（Ｅ氏）  
はい。それを確認しときたい。それとこれは海面漁協に対しても同じような

ことされますか。 
 

（上野局長）  
海面漁協についてはですね、ご存知の通り新規の時の多分同意はやはりとっ

てないと思いますけど、海面漁協に対する影響もありますので、当然球磨川漁

協さんにする説明と同じくお願いには行って、そしてご理解を得る努力はする

と思ってます。ただそれについて、今おっしゃったように球磨内水面の漁協さ

んと同じくそれはだめだとお答えされるなら、当然八代の河川事務所について

はこういうお話したけど理解は得られませんでしたということで当然お話しま

す。 
 

（Ｅ氏）  
当然海面漁協というのは球磨川が唯一の清流を流下する場所ですから、この

不知火海ですね。当然影響は大きいわけですから、この了解は同意は取らざる

を得ないだろうという風に考えます。従いまして、海面漁協も内水面漁協も猛

反対をしているのに、同意が取れなければ国交省がじゃあそれでもよろしいで

すよと言うんですか。撤去しなくていい、存続してくださいと言うんですか。

お答え頂きたい。 
 

（福原課長）  
私達は球磨川の漁協さん、それから八代海の漁協さんにご理解頂けるように

努力を続けてまいりますし、その判断につきましては国交省さんがされること

と思います。 
 

（中園課長）  
はい、では他にございませんでしょうか。 
 

（会場）  



はい。 
 

（中園課長）  
はい、右側の列の、今手を挙げておられる。 
 

（Ｆ氏）  
私はちょうど 2 週間前、6 日の日に県庁で漁業者の不知火海沿岸の漁業者のま

た、有明海を含めた中でのダム撤去に対する決起大会をした、実行委員長を務

めて実質的な、前面に立って動いた一人として、今日、是非発言させて頂きた

いと。ご案内がありましたので今日来ましたけど。2 回目の時も私来て、最後に

言いたかったんですけど、我々海面漁業者自体の意思が統一してない中で、い

ろいろ私も話しをしてもいけないと思いながら遠慮して前回は話をいたしませ

んでした。私も初めてここに来てこういう話しをして、皆さん方がずっと言わ

れたことをまた重複する部分が少しばかりあると思いますけど、私はあの県庁

の前で数百名出て行って、前知事の潮谷知事が 22 年 4 月から撤去すると。良か

ったなという思いの中で、我々漁業者自体が、本当にこう安心といいますか、

明るい展望が開いたような形でおりました。そしてその変わったのと同時に、

先ほど女性の方が言いましたけど、蒲島知事と変わったと同時に、県の本当に

決定事項、撤去に関する事項に対して、あなた達が恐らく潮谷知事がその結論

を出す前に色んな審議、討議、また数字を含めた中で撤去を恐らく表明された

と思うんですけど。これを私見てびっくりしたんですけど、八代海の再生につ

いては 2 行しか謳ってありません。これを持ち帰ってですね、また漁業団体総

づくめで色んな行動を多分起こすような形になると思います。ここの内容を見

た時にですね、もう撤去、撤去ということを前提だから川の外はどうの、ヘド

ロは浚渫がどうの、当たり前なんですよ、するのが。そして私から言わせれば

撤去をする、しないという前提に両方立った時に、まあ継続をするということ

になれば、継続をするような形の数字を出して撤去したらいけないというよう

なことを書いて、恐らくこれは官僚の常套手段ですもんね。そういった数字的

な議論をしても、本質的にこれを続けていくという気持ちが根底にある中では、

どれだけ議論をしても平行線のままという形になると思います。まず、企業局

長、知事にはですね、撤去をすると言われた時には、局長はその時いませんで

したか。それをお尋ねします。 
 
（上野局長）  

11 月 6 日にＦさん、実行委員長ということで、ちょっと知事も不在だったん

で私が漁連の皆さんとお会いしました。それで、前から言いますと、その内容



については知事にはちゃんと陳述書と一緒におあげしております。そこをまず

ご説明して、その平成 14 年当時のこと申し上げます。私は平成 14 年当時、16、
17 は川辺川の関係で地域振興にいましたけど、14、15 は企業局にいました。こ

の時、潮谷知事と当時の黒田副知事で、総務省に帰っていますけど、この 2 人

が No．1、No．2 でおりました。それから局長代理で私がいたわけです。それ

からもう退職しておりますけど、課長達がおりました。こういう中でこの荒瀬

ダムの問題については、坂本村で当時のこと申し上げますと、県としては存続

したいということで説明会を開かせて頂きました。1 回目も存続したいというこ

とで説明してそれについて色々ご意見頂いて、じゃあ 2 回目は改善策持ってき

ますということで 2 回目もやりました。それもあくまで存続という前提でご説

明したけど、了解頂けなかったと。それを受けて、部内では色々会議いたしま

した。そういう段階の中でＢさん達がご存知のように、Ａさんもご存知と思い

ますけど、坂本村の村議会の方が、地元の住民の思いを受けて元に戻してくだ

さいという意見書を出されたんです。それは潮谷知事と私と受けました。それ

は全国版のニュースでも流れました。で、そういう流れの中で、非常に前知事

は悩ましい問題だからというのでずっと悩んでいました。そしてそういう過程

の中でご存知かもしれませんけど、県議会の最大会派でございます自民党さん

も党として撤去、地元の思いを受けてその撤去すべきだという提言をされたん

です。そういうのを踏まえて、前知事は知事の責任で例えばその一つの根拠と

いうことじゃなくて、色々な継続した場合の難しさ、それから地元の方の思い、

それから坂本村議会の意見書、それから県議会多数のそういう提言、そういう

のを踏まえると総合的に判断してこれはもう撤去せざるを得ないのかなと判断

をした。ただ、撤去する上では当時でも費用が足りませんでした。当時ここで

申し上げますと 45 億しか内部留保金がございませんでしたので、当時の荒い試

算でも 60 億はかかるだろうとしていましたので、じゃあそれをまかなうだけの

費用が出来るまで 7 年間は継続をさせてほしいということで、さっきＥさんが

言われましたけど漁協さんにもお話して、継続して撤去の結論を出してずっと

やってきたのが平成 19 年度までです。そういう状況になっています。で、私が

係わっていたのは間違いございません。今回もそういう形で係わってますし、

ちょっと誤解が、さっき申し上げましたけど、誤解があってるのは、単純に状

況が全然変わってないのに全くころっと態度を変えた、そういうことじゃない。

あくまで 1４年当時の状況に従って先生方にもお願いしてずっと詳しく検討し

て頂いて、撤去の方法を進めてきた。先ほど言いましたようにその中で予定外

に、その丁寧な工事の為に費用がかさんできて、このままじゃさっき最初総務

課長が言いましたけど、一般会計から資金を持ってこないと、とても貯めてい

る、今 53 億貯まってますけど、これじゃもうカバーしきれないと、そういうこ



とで知事は 1 回立ち止まってじゃあ皆さんとまた議論すると、例えば継続の方

向で再検討したいという、であったのが 6 月 4 日なんです。だからそこは、若

干説明不足の点がありますので、全くいい加減と、自分勝手にやったというお

話がありますし、そういうご不満は確かに私も分かりますけど、そこはちゃん

とご説明して今後知事が判断する時のですね、皆さん方の意見の元になるよう

なところにはしておかなければいかんと思っています。 
 

（会場）  
そら、企業局を守る為の（・・・・）。 
 

（Ｆ氏）  
企業局長に我々漁業団体の要望書を出す、手渡す前に本漁協の組合長は発言

をされました。ご記憶と思いますけど。私はその時に委員長として今広場に漁

民が一杯きてるけど、蒲島知事誕生の為に一生懸命支持をされた人達ばかりで

す。その時に天草に知事が、今の知事がおいでになって水産振興に対しては必

ず期待に沿うように一生懸命がんばりますと。それともう一つですね、これが

私一番知事を、選ぶ一つの材料が、もう学歴はもちろんご存知ですけど、皆さ

んも。ただ霞ヶ関に生徒が 2 千人、3 千人近くおると。先生である私が生徒に言

えば、熊本の為に必ず力、財産になると。だから財政的な部分の立て直しも含

めて、熊本県の為に頑張りますからお願いしますということで、マニフェスト

にもうたっているとおりなんですよ。それは知事には伝えていただけましたか。 
 

（上野局長）  
この前確かに、Ｆさんおっしゃいました。それについては、知事も十分理解

しまして、知事も現実に、経済産業省とか、国土交通省さんにできるだけ県も

苦しい状況だから、色んな手助けができんかという要請をしてます。これは前

潮谷知事もご存知の通り、潮谷知事は非常に環境に思いが深かったから、そう

いう意味で県が苦しい中でするにはやっぱり金が足らないからどうにかならな

いかなと色んなお願いをしてきました。前知事の時代も国の基本的な考え方は、

やっぱり政策的なものがありますから、熊本県の球磨川だけ、荒瀬ダムだけ特

別な対応は出来ないというお答えをいただいてました。現蒲島知事も一生懸命

がんばって国土交通省と経済産業省、こちらにお願いしております。政治家の

方達と会っても多分色々言っていると思いますけれども、ただ国の方針として

は、わかりましたすぐやりますとはいくらその教え子がいっぱいいても、でき

ないのが現状です。ただ若干は、手助けしてもらうような方向で今話し合いを

進んでいます。ただそれは、例えば存続、撤去の額に非常に大きな影響がでる



ような金額かというとそうではございません。ただそういうような努力をして

いるというのはご理解いただきたいと思います。 
 

（Ｆ氏）  
これを存続する中で、色んな経費が嵩む。じゃあそれを壊さずにそのまま流

すだけ、私達は海面漁業の人たちは、砂をどうのこうのじゃなくて、砂は流せ

ば流れていくのは当たり前なんですよ。生きた水、綺麗な水を流してくれとい

うお願いなんですよね。そこで、どういうような形をとっていかれるものかと

いうことで、漁民の方、じっとしとったわけですよ。そうすると今度のこうい

うような結果だから、もう立ち上がらなければどうしようもないという意味で

ああいう行動をとりました。それで、私が一人で話してもいかんから、私はこ

この 2 行しか八代海の施策に対しては書いてないと、これを漁民に明日行って

発表します。どういう形になるか、これ私心配になってきました。そこらへん

を、もう少しやはり不知火海、何万人とおるわけですよ、漁業している人達、

そういった人達の費用対効果を含めて、色んな観点から精査をして、もう少し

漁民に優しい、説明のし方、心の通うような書類を作っていただけなければ、

我々漁民自体は納得できないということでございますので、それと恐らく、こ

んど会議をしたときには、我々が、素人が色んな話をしても一緒だから、やっ

ぱり公開質問状的な部分で、色んな問題点を指摘しながら、次には行動を起こ

しますので、その点はもうここで私が話をするということは了解をとってきて

おりますので、是非結論は撤去に向けた、また撤去できなければ、そのまま流

してください。それならば漁民の方は納得されると思いますので、簡単でいい

ですから、私が今言ったようなことに対しての答えを少しばかりいただければ

と思います。よろしくお願いします。 
 

（福原課長）  
今、お話されました砂の事、それから生きた水の事、これはダムによる影響

というのは本当に分からない部分でございます。しかしながら私どもは、でき

るだけのことをやっていきたいという風に思っているところでございます。 
 

（上野局長）  
Ｆさん、今Ｆさんが言われた点につきましては、記録をしっかりとっており

ますので、知事には今おっしゃった、例えば 2 行しかない、それからこれなら

ば行動とらざるをえないだろうとかそういう話についてはきちっと知事に伝え

ますので。今日おっしゃった内容、主旨、漁連の実行委員長という形で言われ

たのはちゃんと伝えます。 



 
（中園課長）  
前から 3 列目の方。 
 

（Ｇ氏）  
私も度々発言しております。実は、先だって知事が来られました時に私は最

初に質問しました。あなたはここら辺りが水害地、水害を負っていることを知

っていますかと。ね、そしたら何となく知っていると、普通、心あればですね、

やはり水害、何十年もこう続いていた人の前で発言する時はよほど注意して発

言してもらいたいと私は思いました。私はその時には追求しませんでしたけれ

ども。私は帰りに握手しました。でも何となくそういう気持ちは無かったかな

とこう思っております。今ここに壇上に 14,5 名幹部の方がいらっしゃいますけ

れども、じゃあ存続した場合に、じゃあ我々の毎年こう水害に対する恐怖心、

また土地とかそういうのが浸水していますけれども、どういう風になさるのか、

今さっきこう説明されましたけれども、本当にそれはもうほんのちょっとです。

私達の水害者の事を思って対策をとられている、そういう風には思えません、

いまだかつて。だからそういうのを、やはりこの席でピシッと説明されなきゃ、

私達水害者にとっては、またこれ 100 年も 200 年もそういう後輩達が思いをし

なきゃいけないのか。どうです皆さん、本当に心にそういう気持ちがあれば撤

去せざるをえないんじゃないですか。どうですか。私は、やはり 50 年以上の区

切りをつけて撤去しますということが地区の住民にとって非常にうれしい、そ

ういうことを申しあげました。でも何となくまたここへ来て話を聞いてみると、

撤去しないようなそういう話にこういっちゃうわけですね。例えば PT の設置に

ついても、あれが設置されたおかげで 20 億円増額しております。なんですかこ

れは。私達の、例えば水害者に対する補償は今までなされてきてますよ。でも

補償すれば良い、そういう感覚では駄目ですよ。あれはどうするこうするとい

われても我々には納得できないんですよ。だから、やはり水害者の気持ちを持

ったところで区切りをつけてくださいよ。どうですか。ね、それが本当の皆さ

んの、局の心にやはり残るものと思いますよ。撤去したほうが。お金は費用が

出てましたけれども、お金というのは自分達でやはり工夫して作らなきゃ駄目

なんですよ。さっき（・・・）の方が 7 年も我慢したと。当たり前の話なんで

すよ。足らないからね、そうやったんでしょ。今までの企業努力が足らないん

ですよ。やるんだったら、別の感覚でやってください。やはり、そういう企業

努力をしないで私達はこうやってますというそういう努力を見せないでね、や

られたんじゃ私達はたまったもんじゃありません。いいですか、もう少し深く、

局長いいですか、やはりあなたもこの地域の人ですから分かると思います。も



うやはり私達は我慢できないんですよ。だからそこらあたりをね、やはりしっ

かり私は今日はこの 1 点につきると思います。水害者の気持ちを汲んでくださ

い。お願いします。 
 

（上野局長）  
9 月 5 日に中津道に行ってですね、その時は知事じゃなくて私が行きました。

そしてＧさんもそうだし、年配の出来る前からのじいちゃんの話も聞いた、Ｈ

さんの奥さんの話も聞きました、それから保育園の先生の非常に悲痛な声を、

ああいうのを私はその場で聞いてやっぱこういう状況はですね、知事にも聞い

てもらわんといかんということで、皆さん方のご要望を受けて知事に是非、県

知事に言って中津道地区はダムよりも上流で被害に遭っているから、その人た

ちの何十年の思いを聞いてくださいということで、知事もそれはやっぱり行か

なきゃいかんということで行きました。ただ、知事は飄々としているもんだか

らＧさんからみると何か真剣に聞こえとらんなというあれはあったかもしれな

いけど、現実に私が言ったときには、それはやっぱり行く必要があるってやっ

ぱり行って皆さんと話をしてみらなんいかんという風に言ってましたので、そ

こはちょっと理解をしてやってください。それから対策については先ほど説明

しましたけれどもまだちょっと不足分があるかもしれんから、もうちょっと詳

しく説明させます。Ｇさんもう一回説明させます。 
 

（会場）  
もう説明はよかよ。 
 

（中園課長）  
はいじゃあ次の方。女性の方。 
 

（Ｉさん） 
美しい球磨川を守る市民の会の「Ｉ」と申します。知事は中津道に行くべき

だといってらっしゃったということですが、八代で 3 回の説明会に一度もいら

してないのはどういうことでしょうか。企業局の方しかおられないんですけれ

ども、もはや企業局を相手にものを言ってもしょうがないという気持ちがして

きました。ダムが計画されて建設されてから半世紀ダムの寿命というのはわか

ってたはずなのに、結局企業局はそれに何の対応することもなくただ発電の為

に川を占有して、その為の深刻さとか住民の生活というものの配慮なしに経営

してきた結果のつけをですね、そういう住民軽視な事業経営のつけを電気料金

で後始末してもらいますという話を私たちは聞かされているんですけれども、



そういうことを私達は言いに来ているんじゃないんです。知事は 6 月に荒瀬ダ

ムはクリーンエネルギーであるとか、せっかく一億円稼ぐとか半世紀自然にな

じんでいるから撤去したら生態系が心配だとか色々言ってましたけれども、こ

の間 6 ヶ月勉強して坂本で知事はこう言いました。撤去が一番、お金さえあれ

ば私はさっと撤去したいと。知事は今ダムがどれだけ住民を苦しめてきたか分

かってるんです。問題は財政だけです。知事はよく県民の総幸福量の追求とい

う言葉を口にされますが、知事は今ダムを撤去したら住民の苦しみを取り除く

ことができると分かっている。それを一面的な財政の問題でまだ住民にこの苦

しみを我慢せよというのは県民の幸福量の追求とは違います。県知事の仕事は

お金がないからあの地域の人たちが苦しんでるけど仕方が無いということでは

なくて、どうにか無駄な事業、色んな事業を見直して例えば水害被害がなかっ

たとされる路木ダムとかああいう無駄な事業をやめてでもお金を作ることが知

事の仕事だと思います。これを必ず知事に伝えていただきたいと思って発言し

ました。 
 

（中園課長）  
はい、お答えいたします。まあ１点目の今日で八代市で 3 回目の話し合いで、

説明会でございますけれども、この知事には 1 回目、2 回目につきましても話し

合いの内容につきましてはぴしっと報告いたしております。出席につきまして

もなかなか日程が合わなかったという点もそれは１つございます。 
 

（会場）  
合わせてすればよかたい。 
 

（中園課長）  
はい、たずねられた発言につきましては、その他の総幸福量も含めて知事に

またお伝えしますので、よろしいでしょうか。 
 

（会場）  
待ってます。 
 

（中園課長）  
はい、じゃほかに。 
 

（Ｊ氏）  
中津道でも発言させていただいてですね、あの時 5 分以内でしてくれという



ことだったものですから早口でしゃべりました。多分伝わってなかったんじゃ

ないかなと思いますので、今日はゆっくり話させて頂きます。プロジェクトチ

ームが出された報告書、インターネットで 69 ページ、みんな出しました。ここ

にあります。この中で実は私たちのその一番の被害者である中津道地区に対し

ての記述、その中で私は非常に憤慨している部分があります。実は私どもは今

嵩上げ工事がされております。その水位設定について私どもは疑問を持って、

企業局に色んな質問をしてきております。あなたたちの姿勢は国があれだけの

工事をしようという真剣になっている時代に、ハイウォーターレベルも知らず

になんであんな高さを設置したんですか。今度の分についてはその部分につい

ては国に投げやってるじゃないですか。私たちはね、水害に遭いたくないから

恒久的な対策を私たちは要求したはずなんですよ。そして、あなたたちの 69 ペ

ージの中に 44 ページに堆砂の除去をして荒瀬ダム設計洪水位以下にする、そし

ていて、その対策は暫定の対策です。ましてやその 57 年の水位＋5cm になんて

のも、暫定やとか、誰が暫定の処置をしてくれと言いましたか。私たちはここ

にダムがあるから、私たちの生活は崩れてるんですよというのを 50 年間言って

きているんですよ。ね、そして県の財政が苦しいから、私たちも苦しんで 500
万出しとる、この前の中津道で言ったとおり、そのことはどうして面倒見らず

に我がことばっかりいいなはるとですか。私たちは個人で 500 万ですばいた。

20 億か 80 億かなんかしらんけど、県民全体で負担するなら幾らになるとな。1
軒で 500 万も負担させてな、転居までさせといてなんかこの仕草は。あんたた

ちがいくらね、こうしますああしますと言っても私たちの目については、まあ

あなたたちはね、先輩たちが嘘をついたことの上塗り、上塗りしてきとる。あ

んたたちも苦しかというのは私たちもわかる、間違いは間違いとして正さんで

すか。 
 

（会場）  
そうだそうだ。 
 

（Ｊ氏）  
ダム設計洪水位になるという話も私はね、指摘したときにあなたたちはダム

設計洪水位のことを私に言ってるね。設計の何かのことも質問したのに計算式

を間違えておりましたので、これから 5,800ｔと今まで発表したことを 6,550ｔ
になりますのでって。計算間違えたところで色んな施策をしてきとって何で見

直しをしなはらんと。変でしょ。今まで私はどうせなら今まで 5,800ｔの時のダ

ム設計洪水位内に私たちの家はありましたよ、その施策が抜けておりますよと

私はずっと言ってきてる。今度初めてのPT報告の中でも現在の 6,550tの段階、



ハイウォーターレベルやダム設計洪水位、いっしょじゃないといけないんじゃ

ないですか。あなたたちがこの書類を作って何か申請した後に、おそらく国は

ちょっと間違ってますねって、多分攻撃が私はくると思います。私たちの時は

色んな点で私も国とケンカしました。だけど熊本県企業局のこの姿勢は国の姿

勢とはやっぱり違いますね、この前知事が来られたときに、私はこの知事がち

ょっと色んな勉強をされてやっぱり学者だなと思いました。知事も政治家も変

わってもらわないといかんと思いますけれども、一番変わっていただかなけれ

ばいけないのは、私は熊本県企業局だと思います。意味が分かってない。どう

ぞお帰りください。きれいにしてお帰りください。終わります。 
 

（榎田補佐） 
先ほどの、暫定的という風な表現がなされているということなんですけども、

先ほどのハイウォーターレベルという言葉もでましたけれども、われわれ企業

局が考えております水対策のことについては、基本的には球磨川の河川対策を、

本格的な対策をされるのは直轄河川でございますので、国がという風に認識し

ております。ただ、ダム調整池内につきましては当面我々の方で管理すべき範

囲というものについてはそれなりの対応をしていく、これはご存知のように宅

地等水防災事業というものを国がやっておりますけれども、本来的にはそちら

の方の事業で球磨川水域に多分、四十数箇所設定されておりますけれども、そ

ういう事業の流れの中で一体としてやっていただくべきものと思っております。

ただ、それを待っているばかりではどうしようもないという事情もございます

ので、我々の方としましては昭和 57 年の水位がほぼ設計洪水量的なものになり

ますので、それ対応としての嵩上げということと、表現的には道の嵩上げもそ

うですけど、我々のダム管理対策上としての事業をやりたいということにして

いることでございます。 
 

（Ｊ氏）  
榎田さんちょっといいですか。旧坂本村の村会議員であられた（・・・）さ

ん、この方はこの私たちの良き相談相手だった、亡くなりましたけどね。あな

たたちのそういう嵩上げのどうのこうのという話をするときに、村会議員でし

た。その時に宅地等水防災事業を導入してやったらどうだろうという話を私は

あなた方の先輩の前でしたとおっしゃった、私に。その時はあなたたちの頭に

は全然無かったと言ってるよ。言って亡くなっている。だから今ねこれからそ

のそういう風に私たちも努力するという話は、さっき言ったように無いに等し

いです。今まで、しましょうしましょうと言ってたことが実現したことがない。

で、この前ね、一応そういうことです。あなたたちの先輩は念頭に無かったと



いうことです。そういう事業があるってことも。私たちがその事に気づいた後

に、あなたたちはハイウォーターレベルすら知らないとか何とかと言ってすっ

とぼけたじゃないですか。この前あなた、私の目の前で私の里のいわゆる昔の

屋敷の中に砂がいっぱいきてるのを、Ｊさんこの砂は球磨川が持ってきた砂だ

けん球磨川に戻すとよかですよと言ったでしょ。よかっだろうと私は建設省に

聞きに行きました。建設省は頭ひねられた。ちょっと検討させてください。後

で聞きに行ったら入れてもらうと困ると、あなたは私をね、河川法違反で捕ま

らせようと思ったから犯罪にしようと思ったんな。いいかげんな話をしなすな、

あなたたちは。 
 

（榎田補佐）  
まず、宅防の話からですけれども、宅防につきましては地元の方には多分私

も実際携わってるわけではございませんでしたけれども、資料によりますと確

か昭和 62 年頃にスタートしておりますけれども、一度地元の方に建設省の方か

ら、当時の宅地等水防災事業を中津道地区、西鎌瀬地区には候補として、一度

上げたことがあったようになっております。その際にまとまらなかったという

経緯もあるように聞いておりますので、全くそこに無視されてきたということ

ではございませんし、私もこの前建設省の方に国土交通省の方に、河川局の方

に行きましてですね、今後の宅防の順位とかそういった中で計画があるでしょ

うからというような話をしておりますが、今のところ来年度までの事業しか考

えていないということで、その先の事についてまだ決めておりませんというこ

とでしたけれども、そういうお願いはやっております。2 番目の砂がたまったか

らどうぞ返してくださいという質問ですけれども、それまでの、私が言ったこ

とと、Ｊさんが記憶されていること、これにはお互い記憶違い、表現のですよ、

表現の記憶違いというのはですね、あなたが言ったからといってそれが正解、

その通りでしたということはなかったかと思います。あの、これも何回となく、

こんな風にして溜まって 5,60cm 以上砂があるけれども、川からきたっだけん、

川に流してよければいいんだろうけどもっておっしゃられましたので、そうす

ることができればいいですけどねって、ただこれは聞いてみないとわからない、

煩雑な話ですから私どもがしていいですよ、どうぞこうぞということじゃなく

てですね、きちんと伝わらなかったかもしれませんけれども、いいというよう

なことではない。 
 

（上野局長）  
次の質問に行きましょう。 
 



（Ｊ氏）  
土砂の排出については、私は前から局長に言っているように川の中の品物に

金かけるんだったらね、個人の土地にひとつ土砂ぐらい責任とってね、取って

帰ってほしい。幾らもかからんのだから。そうせんと、今まで所謂これから先

も、仮によ、仮に撤去、撤去になればみんなで一緒に片付けてほしい、もし使

うという結論がね、出たとするならば、使うことによって水防災事業が適用さ

れるかされんかわからんけど、それまでに私のところに砂が来ているというこ

とで、有効利用ができないんですよ。そういうことも含めてね、28 日に今年の

分について今年の 6月 27日分についてお話に来ますというご案内をいただいて

いるというのも、そういうことも考えてみてください。誰も好き好んでね、砂

を置いとるんじゃないんです。荒地にしたんじゃないんです。したってあなた

たちは責任を問わないから、したってまたくたびれ損じゃやない、だからあの

ようになっとる。今の状態を見て㎡あたり 150 円、200 円ですよという話じゃ

通らない、これは 17 年 18 年も私はそれをずっと要求してきてる。だから、私

のところだけは署名もしてない、土砂をとるのかとらないのか、その辺まで 28
日は局長、話が出来るようにして、よこしてくださいよ。是非そのことも話し

ましょうや。 
 

（中園課長）  
はい、それも含めて検討して参ります。 
 

（Ｋ氏）  
球磨川漁協の組合の「Ｋ」と言います。明日、蒲島知事に、総代会で決まっ

た決議書をお渡しに行きます。知事の基本的な考えを局長はご存知なんでしょ

うかちょっとお答えください。河川法には水利権の事に関して、更新にあたっ

ては関係漁民の同意が必要だという風に書いてあります。で知事のお考えはど

うなんでしょうか。 
 

（上野局長）  
その今のおっしゃったのは河川法上、漁協の同意の是非についてその知事が

どう考えているかということですか、それとも全体的なこと？ 
 
（Ｋ氏）  
いや、関係漁民の同意が必要なんですよ。全員の、漁協じゃなくて。 
 

（上野局長）  



それは水協法の中で要するに漁業権は漁協本体にあるのか、漁民にあるのか

色々と問題になってますよね。学者さんの間でも。で、今までの流れとしては

漁協さんの同意という形としまして、一人一人から同意をもらっているという

ことは新規取得のときはありません。あくまで水産（・・・・）。 
 

（Ｋ氏）  
今言われたことは、私あえて反論しません。この場で時間がありません。 
 

（上野局長）  
ええ、それは私もですねどっちか正しいかというのは。一般論としては

（・・・・・）。 
 

（Ｋ氏）  
議論しません。 
 

（上野局長） 
 わかりました。 
 
（Ｋ氏）  
その代わり関係漁民の同意が必要だということは、漁協の同意ですよね。今

上野さんが言われた。 
 

（上野局長）  
だからそれは新規の時という条件をつけた。今回ってことじゃないですから。 
 

（Ｋ氏）  
だから漁民の同意が無くてもよろしいという立場なんでしょうか。知事は。 
 

（上野局長） 
知事はですね、そこについてどう考えているかわかりません。そこまで正確

に把握しているわけじゃないですけど、われわれ事務方としては先ほどＥさん

の質問にお答えしたとおり、新規で漁業権とるときには当然漁協さんの同意が

必要ですと、今回は 30 年ごとにやってきたやつのその 14 年に 7 年ってありま

した。その 7 年が切れますよと。 
 

（Ｋ氏）  



同意をとることが難しいということなんですよね。 
 

（上野局長）  
そうです、そうです。要するに国土交通省さんにお願いしますのでその時に

漁協さんとやはり、もめないように話をしてくださいという話をされると思い

ます。そして、ご説明に行って、先ほどおっしゃいましたけど理解が得られな

かったと言う時にじゃあ、出さないんですかというとそうじゃなく出します、

ただその時は事実をきちっと言って国土交通省さんにお願いするという。 
 

（Ｋ氏）  
じゃあ同意は得なくてもいいという立場ですか。もう一回確認します。 
 

（上野局長）  
私のあくまで個人的な解釈ですよ。最終的には国土交通省さんが判断します

から、わかりませんけど、私自身は今の新河川法の中で先ほど彼らが言いまし

たけれども工作物も何も扱わないで、ただ単純に更新する場合にはね、その場

合は新規と違うから漁協さんの印鑑をいただいた同意というのは要らないんじ

ゃなかろうかと個人的には思っております。ただ、最終的には私が決めるわけ

じゃないから。 
 

（Ｋ氏）  
ですから同意を得ることが望ましいということですよね。 
 

（上野局長）  
そりゃその通りですよ。望ましい。 
 

（Ｋ氏）  
望ましいことをやらずにいいということなんですか。 
 

（上野局長）  
望ましいから努力したけど、いただかれなかったときには、事実をそのまま

言って国土交通省さんに許可申請をするという。 
 

 
（Ｋ氏）  
わかりました、時間がありませんからやめときます。 



 
（中園課長） 
じゃあ、真ん中の。 
 

（Ｌ氏）  
はい、美しい球磨川を守る市民の会の「Ｌ」です。1966 年の通達のことにつ

いてです。先ほどから出てましたが、会場におられる方は、その内容を知られ

ないと思うんですね。そこでちょっと読んでみます。荒瀬ダムと瀬戸石ダムは

先ほど言われたとおり第 2 類です。堆砂によりその上流の河床が上昇したダム

を又はその設置者が貯水池の敷地として権原を取得した土地の広さが十分でな

いダムで洪水時にその上流の水位が上昇することによって生ずる災害を防止す

るため貯水池の水位を予備放流水位として洪水に対処する必要があるものと。

一番最初の所に、下記により措置するものとしてもってダムの適正な運営の確

保を図ることと頭にこれがあります。これは九州地方建設局長と熊本県知事に

各都道府県知事に宛てたものです。それで、企業局は先ほど言われましたよう

に地元からの要望により 2003 年から水位を下げたと、1m くらい下げたんです

かね、でもそれ 66 年から 37 年も経ってるんですよ。37 年間、もし 37 年前か

らやっとったら、今にいて話題になっている論議になっているね、水害が起き

なかったんじゃないですか。半分くらいに、もしあったとしても、もっと回数

も規模も小さくて済んだんじゃないですか。そうでしょ。あなたたちは 37 年間

無視してきたんですよ。国からの通達を。それでここで色んな理解を求める求

める求めると言って、言っても色んな説明されても信用できますか。 
 

（福原課長）  
ちょっとよろしいでしょうか。 
 

（Ｌ氏）  
はい。 

 
（福原課長）  
その件でございますけれども、2 類のダムということで、先ほどもちょっとお

話しましたけれども、予備放流水位で洪水をむかえると、そのことで洪水を軽

減するというダムに設定されております。それは間違いございません。そして

その通りに現実にはずっとやってきておりました。で、予備放流水位というの

は、決まっている水位、そのレベルなんですけれども、これは国土交通省さん

の方から 30.4m ということで、決まっておりました。で、それでずっと運営し



てきたのは間違いございません。しかしながらやはりそれでも足りない部分も

あるということで、現在では 29m 近くまで下げている状況でございます。 
 

（Ｌ氏）  
いや、あのね、ここには、この通達の中に頭の部分だけなんですが、適正な

運営の確保を図ることとあるんですね。そしたら水害が起きないように、予備

放流水位をもっと下げなんいかんでしょう。そうでしょう。水害を起こさない

ための通達なんでしょこれ。欠陥ダムって日本で 7 つ名指しされているんです

よ。 
 

（福原課長）  
それにつきまして、そういうことでございますので、堆砂の除去を進めたり、

2003 年ですか、予備放流水位を見直したりと。 
 

（Ｌ氏）  
だから、2003 年まで何で無視してきたの。 
 

（福原課長）  
その間にはですね、堆砂の影響がものすごくあるということでございまして、

50 年代からずっと堆砂の除去を進めてきた所でございます。 
 

（Ｌ氏）  
2003 年からでしょ。堆砂の除去をその前にやりました？何回も？ 
 

（上野局長）  
Ｌさん他の人も待っていますからある程度整理してくださいね。 
 

（Ｌ氏）  
あー。もういいか。 
 

（中園課長）  
時間も来ていますがであと 2 人。あと 2 人のかたよろしいでしょうか。 
 

（会場）  
みんなの言葉が知事に届くは今日しかなかつばい。 
 



（中園課長）  
あと 2 人ということでよろしいでしょうか。じゃあ、右側の列の黒い服の方。 
 

（Ｍ氏）  
私は一般参加者ですけれども、今聞いていて、本当にこうおかしなことばっ

かりだなと思ったんですね。まず、50 年の反省をして改める人が改めたいとか

いう話を聞いていたら、どっかの会社の社長さん達がみんな雁首さげてもう二

度とこういうことはしませんと言ってるような光景を思い浮かべてですね、こ

の前の警察庁の幹部の方が交通違反を犯すとか、全く同じような光景だなと思

いました。それは先ほど課長さんですかね、きれいな水と言われた時に、ダム

ときれいな水との関係はわからんという風におっしゃったことと結びつくんで

すね。非常にこうわかりづらかったのは環境問題、僕は環境問題ちょっと関心

があったんで今日来たんですけど、色々、八代海への影響と対策とかそういっ

た中で、地域への影響の、ちょっとメガネかけないと分からないんですが、不

明とか、それから現在ある情報では判断できないとかその次のページにもあり

ますよね。よくわからんと書いてあるのが、因果関係みたいなものでしょう。

そういったものが良く分からんとだけども、今の科学者の人達の研究からすれ

ばすぐ分かるようなことだと、これは素人目でもわかるんですよ。なんで学者

さんを入れてこういう調査やらないのか、だからさっきから聞いてて本当に思

ったのは、その PT の中に環境課とか農林水産課とかそういった方が適宜必要が

あったら呼ぶみたいなことで書いてありますよね。だからやっぱそういった人

たちがきちんと入って、学者さんもきちんとはいってそういうことを検討しな

いとこの結論は出ないんですよ。 
 

（福原課長）  
話の途中ですけど、ちょっと 1 つだけよろしいでしょうか。私の方から 1 つ

答えさせていただいて。 
 

（Ｍ氏）  
どうぞ。何か反対になってきた。 
 

 
（福原課長）  
ダムがあることによる影響というのは確かに認めているとこなんでございま

すけれども、実際に球磨川には市房ダムから瀬戸石ダム、荒瀬ダムまた、遙拝

堰とそういう堰、ダムがいくつもあります。そういう中で農業をやったりとか



畜産だったりとか、一般の生活だとかそういうもので河川は色んな影響を受け

ている。その中の一つが荒瀬ダムだろうとは思います。ですからその荒瀬ダム

の、一つの荒瀬ダムだけの影響というものが、じゃあどれくらいあるかという

ことになりますと、これを数量的に評価するのは難しいと。で私どもも色んな

先生方にお尋ねしているところでございます。 
 

（Ｍ氏）  
そりゃ、あなたがね、難しいと思うことであってね、例えばね。どの先生。 
 

（福原課長）  
有明海、八代海再生に向けたそういう中で検討されてるところでございます。 
 

（Ｍ氏）  
PT の中に入っておられないでしょ。 
 

（福原課長）  
PT の中には入っておりませんけれども、その結果報告というのが平成 18 年

度に出されておりましてそのあたりのデータが。 
 

（Ｍ氏）  
この為の調査を頼まれたんですか。例えば流域の家屋数がどのくらいあって、

そこから 1 日何人そこの家の中に住んでいたらどれくらいの汚水とかそういっ

た流すというのは簡単に計算できることなんですよ。そういったことをするよ

うな学者さんというのはちゃんといると思うんですよ。させれば。そういった

のをさせないで、下流域への影響への程度は現段階では不明とかね、そういっ

たことで、決めてるわけでしょ。だからそういう分からないことを前提とした

ダムの撤去とか存続とか、そういったことを今決めないでほしいということを

言いたいんですよ。分からなければ分かるようにもっと的確な学者さんなんか

を入れてこういうデータをきちんと出して、それから漁獲量とかそのどのくら

いの金額が損害があるのかとかそういったのも。僕は第一回目の時に来ただけ

で後は来ていないんで分からないんですが、その後出されたかもしれませんけ

ど、どのくらいの損害があるのかね。1 年間にどのくらいその漁業者の損害があ

っているのか、ダムのおかげで。あるいはダムが撤去されたらどうなるのか、

そういったのを精査しないとわからないということをずーっとおっしゃってた

でしょ。だったらそういうのをちゃんと精査して、それで撤去なのか存続なの

かという話をせんといかんわけですよ。だから 12 月にね、こういったのをする



のはまだ全然その前の入り口の段階です。それともう 1 つ、今いっぱい色んな

方が理解を求めるようなことをおっしゃった、ご意見をいっぱい言われた。と

ころが、そこに座っておられる皆さんは自分の方の意見を理解してほしいとい

う。存続に向けての事を理解をしてほしいということだけでしょ。最初の説明、

局長さんの挨拶とか 1 回目の時でも皆さんの意見を十分聞いて行きたいと、お

っしゃってるんです。だったら皆さんの意見を十分聞いたらね、存続っていう

結論はありえないんです。ところがどの場に来ても存続について理解してほし

い、さっきの水利権の問題でも一緒ですよ。今行政がするときは地元関係者の

同意が必要だというのは前提なんですよ。法律上はそれはないかもしれんけど、

どこの行政もそれはやってますよ。関係者の同意を得て色んなことを提案しま

すよ。ところがね局長さんおっしゃった、同意を得なくても出すといわれたで

しょ。そんなおかしなことを今行政はやらないんですよ。やってはいけないん

ですよ。だからこれは県知事がやりますよ、やりませんよという判断じゃなく

て、もうこれだけ意見を聞いて球磨川漁協なり八代漁協なり同意が得られない、

そしたらこの事業はストップせざる得ないという判断をするのが企業局の皆さ

ん方の立場なんですよ。僕は本当に色々、川辺川ダムにも関わってません、一

般で来ています。本当に今聞いていて、この前も聞いていて本当におかしいな

と思うもん。何で熊本県の企業局ってこんな行政なのか、おかしいですよ。も

っともっと意見を聞いたら、その意見に沿ってどうか考える。だから相反した

意見もありました、水がめが足らんとか。だからそういうのはどういう風に解

決するのか、そういったことをきちんと話をしてそして理解を求めていく。理

解がもとめられなくて、どうしても駄目だったらそれはこの事業はストップな

んですよ。そこぐらいちゃんと考えてほしいなあと思う。だからさっき一番最

初に言った、みんな頭下げて今後そういう事にならないようにしたいというこ

とにつながっていくんですよね。そしてそのそういう基本的なところで課長さ

んのおっしゃった、荒瀬ダムと水と綺麗な水との関係は分からないと言われた。

だって球磨川はずっと車で行ったらすぐ分かるでしょ。水が綺麗かどうか、ダ

ムの上とダムの下と、大雨が降ったときと、それから 2,3 日後の川の水と、すぐ

に分かるでしょ。そういったことを全然わからないという、関係がわからない

という、その発想からこういう問題が出てきているんじゃないですか。そうい

う方々がこういう事業を進めるから間違うんですよ。もっとね、皆さん方の意

見をきちんと聞いてそして理解をして帰っていただきたい。それらかいっぱい

調査をしてデータを取って、色んな学者さんを集めてこれだけの大事業だし、

これだけ環境に影響するような問題だから、単純にただお金の問題だけで考え

るもんじゃないんですよ。最初女の方が言われましたね、１万２千円返したい

って。僕も返しますよ、ダムを撤去します言うんだったら。それから県の交付



金が上がって 62 億くるでしょ。1 兆円の中で、そこから出しゃ済むことですよ。

新たに来るんですから。ただね、もちょっと皆さん方はもっとこういう不正確

なことを書いてそれでもって結論をつけるということじゃなくて、もっと正確

性をだしてほしい。一番最初、Ａ村長が言われたように何億何億と言われても

僕らは分からないんですよ。毎日何百円か何千円かの計算で生活してますから、

いっぺんに 5 億増えました 10 億増えました。大体どの機械がどのくらいあって

それが幾らになりましたとかね、これが 15,000 円だったのが 17,000 円なりま

したとか、そんな詳しいのは勿論出せませんけれどもそういう話でないと僕ら

は理解できないという。もうちょっと詳しく精査をして、それから結論に結び

つくようなそういう手立てをしてほしい。それともう 1 つは、やっぱり最初、

本当に局長さん僕はおかしいと思ったのは同意を得なくても出しますと、はっ

きり明言したこと。やっぱり同意を得られなかったら最後の最後まで同意をす

るようにね、頑張る事なんですよ。同意を得なくても出すなんか最初から言っ

てたら誰も同意を求めることなんか必要ないじゃないですか、こんなおかしな

ことはないですよ。最後まで同意を求めないとやらなんいかんですよ。 
 

（上野局長）  
それはさっき言いましたけど、その同意を全くとる努力をせんで出すなんて

一言も言ってませんよ。Ｅさんのお答えに対して言いましたけどね。おたくは

私の方が同意を求めてね、存続と決めたら出すんだという言い方ですがそうじ

ゃなくて、当然法律的にはいらないんだけど、やはりこういう問題はおっしゃ

った通り、行政がするときには地元の人の理解を得なんいかんから同意をとる

ように努力します。努力するんだけど、例えば存続するのが妥当だというその

判断をしたときにずーっと努力したけど、同意がとれなかった時にどうします

かというときには、自分達しか行政の方がこれは存続をさせるという結論を出

したら国土交通省さんにはきちっとそういう事実を言って許可申請をしますと

いうことを言ったんです。 
 

（中園課長）  
最後に一人。じゃあ真ん中の赤い服の。じゃあ、Ｎさんにお願いします。 
 

（Ｎさん）  
八代の「Ｎ」と言います。さっきから聞いていると、企業局が荒瀬ダムの操

作規程の範囲の中で、また通達に従ってずーっと対策をとってこられたという

ことをおっしゃってます。仮にそれを信じたとします。しかし蒲島さんは、仮

に水がほしいと言えば流しますとおっしゃってます。治水に、みんな洪水を守



るために必要だったり事前に流します。治水にもやさしく利水にもやさしく環

境にもやさしいダムにしますと、この前坂本でもはっきりおっしゃいました。

それに対して、上野さんは操作規程の範囲の中でしかできませんと言われまし

た。だけど、操作規程の範囲の中でやるということであれば、今以上の対策は

とれないということだと思うんですよ。ということは蒲島さんは環境にもやさ

しい、水が必要なときには出しますというのは口約束にしかすぎませんという

ことを、今日みなさんがみんなの前で言ったことと同じになるんですね。じゃ

あ蒲島さんが言う、本当に環境に優しい対策を文章にして書けますか。申請す

るときに治水の目的にもします。利水の目的にも使います。そういう申請書は

手続き上出せるのかということを聞きたいし、もし渇水の時にも出すと言うん

でしたら、渇水での特例の手続きなんかもしないといけないと思うんですけど、

そういうことを出すんであれば、きちんと蒲島さんが言う、望むダムが出来る

手続きが本当にとれるのかどうか、法律的なものをきちんと聞きたいです。ど

ういう法律の何条にしたがって蒲島知事の言うダムが作れますという、はっき

りとそれを言ってもらって文章にしてきちんと出してほしいです。それと、仮

にこの約束が守られたとしたとしても渇水協議会なんか開く時には、いろんな

利害関係者で調整が必要だと思いますけどその時、知事の裁量でみんなの意見

を聞かんでも仮に水が欲しいと約束したからしますという事が法的にできるの

かどうか、法律上蒲島さんが望むダムが作れるのか知りたいです。今日の資料

によれば、ゲート開放の時には問題点をすごくみなさん整理しています。法的

な問題がこうあります、それと九電との齟齬がこういって出てきた、困難です、

色んな問題点を出しています。そうであれば蒲島さんの言うダムを作るための

問題点、法律上の問題点、それをみんなしてからきちんと蒲島さんに、後のこ

の判断の前にきちんと蒲島さんに届ける役割が皆さんにはあると思いますけど

いかがでしょうか。その手続上本当にできるのかどうか、操作規程の範囲の中

でできないというのがわかりましたので、それ以外の方法でするためにはどう

いう問題をクリアしないといけないのか教えて欲しいです。どうぞよろしくお

願いします。 
 

（上野局長）  
Ｎさん、私は操作規程のことは何も言ってなかった。あちらで言った話かな。

Ｎさんのおっしゃった様に球磨川漁協の方が来られた時だったかな、知事は言

いました、荒瀬は治水専用ダムなんだけれども、現実に下流で困っている人が

いたら当然の事ながら皆さんの為に、皆さんと関係者と話をしながら調整して

多目的な利用に利用できればいいですねということは言いました。それは間違

いない、それは要するに多目的ダム、多目的の許可をとっとるという意味じゃ



なくて河川法の何条だったかはっきりしないけど、要するに球磨川の水は利用

者がいるならば自分とこだけの問題と捉えんで下流の関係者と協議しながら妥

当な調整等をするべきだという規定が確かあるはずです。それをベースに知事

がその利水専用ダムなんだけど、下の利水、工業用水、飲料水が必要だという

なら話し合いをして、それをうまくやっていきたいですね、ということは言い

ました、だからそれは今もそういう気持ちがあると思っています。だから発電

専用ダムなんだけれども、知事が言ったのは、許可は発電専用ダムなんだけれ

ども現実に水が渇水で困っているとき、それから工業用水、飲料水で困ってい

るときには多目的な利用にするように私はしたいというのを言ったんです。だ

から許可は発電専用というのは知事も分かっている意味で言っております。た

だ河川法の中に、下流の人達、皆が水利用者が困っているときにはお互い話し

合って調整するようにという規定がありますからそれを根拠に言っているとい

う意味。 
 

（福原課長）  
先ほどＮさんの方から操作規程の範囲内という話がでたんですけれども、私

ども操作規程の範囲内でというお話はしていないと思っていますけれども。 
 

（中園課長）  
本当に最後に 2 人だけお願いします。前の列の方。 
 

（Ｏ氏）  
色んなこういう会につきましては 2 回目でございますけれども、賛否両論、

私は存続の立場で出席しております。土地改良の立場でございますけれども、

確かに存続・廃止の中で廃止されることは非常にいいかもしれませんけれども、

廃止する上については私達は非常に困っとですよ。さっき言われた多目的使用

のダムじゃないかもしれませんけれども、今私達は国土交通省と水利権を結ん

だ中で流量（・・・）った契約結んで水を確保しておりますけれども、もしこ

れが、ダムがないと非常にやっぱり安定した水が供給受けられません。そうい

うことでさっき、（・・・）皆さんが言われる中でダムがあってから非常に洪水

うんぬんで非常に困られた方につきましては、それはそれなりに、出来っとで

したっけ、対策としてはどんな按配ですか。私達は未来永遠にこの八代 6000ha
の農地の水は絶対必要なんですよ。 

 
（会場）  
流れてくるじゃない。 



 
（Ｏ氏）  
いいえ、それは流れてこない場合があるんですよ。そういうことで、一度遙

拝堰につきましても藤本のダムと、もし少ない場合に色々お願いして水の調整

の中で、最低毎秒 32t 位の水がないと恐らく安定した水が供給できません。32t
がやっぱり必要なんですよ。そういうところでですね、色んないっぱい今まで

あったこの既成の事実のやつをまた破壊していくのは非常にもったいないと思

います。それと、県あたりにつきましてはさっき話がちらっとありましたかも

しれませんけど、非常に県あたりもほとんど財政再建をしなければならないよ

うな状況に、県の内情じゃなかろうかと思います。大体やっぱりですね、私も

聞いた話の中では、県の起債というのは１兆３千億円ぐらいまだ残っていて、

ちょっといわれております。それが正確か正確じゃないかわかりませんけれど

も、県の予算が 7000 億、そしてやっぱ 10 億か 20 億か引いた中で事業費とい

うのはやっぱごく僅かな中でせいいっぱいやっていらっしゃるということで、

是非これにつきましては県の財政再建に向けてぜひ残して、今後の県の何らか

の方向性の良い意味にも、やっぱり予算の見方をしていただければ幸いかと思

います。そういうことです。環境問題さらにダム問題についての色んな弊害に

ついて是非それ以上の対策をとっていただければ幸いかと思います。以上です。 
 

（上野局長）  
今の答えはいいでしょ。 
 

（中園課長）  
最後にＰさん。 
 

（Ｐ氏） 
球磨川漁協の「Ｐ」です。水産業について一応ですね、はっきりしたことが

いえないというようなことで片付けてありますけれども、例えば、影響評価を

定量的に行うことは困難というようなそういう意見を押してあります。しかし

私はいままでのやり取りを聞いておりまして、これはこの影響、利益というも

のは我々県民、住民の利益であって、企業局の利益にならんという考えで評価

はされないんだと私はそう思う。これは魚が獲れても企業局は金にならんとで

すよ。これは私達の利益にしかならない。ですから企業局はそれは評価をしな

い。それともう 1 つ、水利権についてお尋ねします。6 ページに国土交通省に対

して改めてと書いてありますけれども、その意味を説明していただければと思

うんです。 



 
（福原課長）  
ただいまの質問の水利権更新の時の国土交通省に改めてということで書いて

ありますけれども、これは平成 14 年に水利権というかダムの撤去を決定して平

成 15 年の 3 月に許可を受けた訳ですけれども、電気事業を 7 年で辞めますとい

うことで、お伝えしておりましたので、改めて電気事業の必要性、重要性につ

いて計画の妥当性というものを説明していくということでございます。 
 

（Ｐ氏）  
改めて、というその字は間違っていると私は思うんですよね。新しく申請を

しなければいけないものだと思っているんです。といいますのは、15 年の 3 月

許可されました国土交通省の荒瀬ダムの藤本発電所の水利使用の許可というの

は、これにはその水利権の意味というのは水利使用規則によって示されていま

すということなんです。そしてその熊本県が申請した申請書にはちゃんと 7 年

後には撤去します。もし条件が揃えばもっと一日でも早く撤去したいそういう

ふうに申請書に書いてあります。したがいましてその申請書を受けた国土交通

省は水利使用規則 1 条から 20 条までありますけれども、その水利使用規則の中

には更新という言葉は一つもないんです。それはなぜですか。発電事業をやめ

ると言っているんです。水利権を放棄しますとそういう風にはっきり言ってい

るんです。だからその水利使用許可証には更新という言葉は無いんです。普通、

単純な更新だったら、期限とそれから 6 ヶ月前から 1 ヶ月前まで更新しなさい

と書いてある。でも藤本発電所、荒瀬ダムの水利使用規則にはもう放棄が条件

です。ですから更新の記載は一切ないんです。だからその改めてというのはも

うすでに 22 年の 3 月でいっぺんこの水利権はもう切れてしまうんです。だから

改めてというのは新しくまた作り直さないかんということなんです。それをも

しやらなかったら水利規則違反というようなことで直ちに消滅させられるんで

す。私は前回の集会の時に尋ねたら、そのとき上野局長は、ですから存続とは

言いません撤去も存続も両方考えます、そういう風に言われたんです。それし

かできないんです。現在の水利権には、荒瀬ダムの水利権、水利使用規則とい

うものにはその撤去か存続かというようなことを考える、それは自由なんです。

でも存続とはいえないんです。言ったら国土交通省から直ちに水利規則違反と

いうようなことで水利権は消滅させられるんです。変更はできないんです、こ

れは。変更ができるのは取水量をどうするかとか、そういったことしか変更は

できないんです。皆さん、ちゃんとこの水利使用規則の中にちゃんとそういう

ことが書いてあるんです。どうですかそうでしょう。 
 



（福原課長）  
はい、今Ｐさんが言われたように水利使用規則には全くその通りのことが書

かれております。しかしながら平成 14 年度当時の撤去を決めて 7 年間の水利権

更新を申請したそのことというのは企業局の都合でそのように水利権を更新し

てまいったことでございます。 
 

（Ｐ氏）  
水利権は国土交通省が許可するんですよ。 
 

（福原課長）  
いいえ、企業局として申請したときにはあくまでも企業局の都合でというこ

とで、国土交通省はそれを認めて 7 年間の許可を出している。それでまた当時

と現在の状況が変わってきたということで発電事業の改めてその有用性、必要

性をそういう計画をですね。 
 

（Ｐ氏）  
なら変えられるんですか。これを。 
 

（福原課長）  
それについては国土交通省の方で判断されると思いますけれども。 
 

（Ｐ氏）  
変えないとできないんじゃないですか、変えられるんですか。 
 

（福原課長）  
それについては国土交通省と必要な時期に協議していきたいと考えておりま

す。 
 

（中園課長）  
まだたくさんのご意見がありますけれども、これで終わらせていただきます。

今日のご意見は非常に厳しいご意見が多数ありました。知事の方にはピシッと

お伝えします。 
これをもちまして今日の説明会は終わらせていただきます。ご苦労様でした。 
 


